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第１０日目（９月１５日） 

○議   長（若井達男君）  おはようございます。散会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

○議   長  ただいまの出席議員数は２５名であります。直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、中沢俊一君、病気療養のため欠席、病院事業管理者、公務のため欠席、教育部長、

公務のため午後４時ごろ早退、病院事務部長、公務のため午後欠席の届出が出ておりますの

でこれを許します。 

○議   長  本日の日程は、先に配付しました議事日程（第５号）のとおりといたしま

す。 

（午前９時３０分） 

○議   長  日程第１、第７５号議案 平成２３年度南魚沼市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  おはようございます。７５号議案について提案理由をご説明申し上げます。

平成２３年度の国保税率につきましては、５月の議会全員協議会で説明のとおり据置きして

運用しているところであります。今回の補正は国保税率の据置きに伴う必要財源として支払

準備基金の繰入れ及び繰越金の増額を行うとともに決算による精算などを行うものでありま

す。歳入歳出予算にそれぞれ６,０４７万９,０００円を追加し、予算総額を６４億５,２４７

万９,０００円としたいものであります。詳細につきましては市民生活部長に説明させますの

で、ご審議の上ご決定賜りますようにお願い申し上げます。 

○市民生活部長  それでは予算書の事項別明細書８、９ページをご覧いただきたいと思い

ます。まず歳入でございます。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税の中で、１億１,９

４４万６,０００円の補正でございますけれども、これにつきましては先ほど申し上げました

ように保険税率を据え置くということで、これに基づいて６月に本算定された平成２３年度

国保税に基づいて、それぞれ計算をした結果減額するものでございます。これにつきまして

は、５月の説明の時点でもおおむねこのような数字で説明をさせていただいたところでござ

います。 それから２目の退職被保険者等国民健康保険税の５,７３０万２,０００円の補正で

ございますが、１目と同じように本算定に基づき調整によって増額するものでございます。 

３款１項１目療養給付費負担金５,１９１万９,０００円の補正でございますが、前年度の精

算により増額するものでございます。２項１目財政調整交付金２６２万４,０００円でござい

ますが、直営診療所施設の整備に対する交付金ということで、大和病院が循環器用の超音波

診断装置を整備するということに対しての歳入でございます。同額が後ほど歳出の方に出て

きます。 

４款１項１目療養給付費等交付金５,０９４万５,０００円の補正でございますが、これは、

退職被保険者等の国民健康保険税のうち医療給付費分、それから後期高齢者支援金分の増額

に伴ってこちらが減額になるというものでございます。 
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１０款２項１目支払準備基金繰入金の４,７９９万９,０００円の補正でございますが、国保

税率据置きに伴っての財源ということで、これも５月の全員協議会のときに説明させてもら

った内容でございます。 

１０、１１ページをお願いいたします。１１款１項２目繰越金７,１０２万６,０００円の補

正でございますが、決算により追加するものでございます。 

１２、１３ページをお願いいたします。歳出の方に移ります。２款１項１目及び２目につ

きましては、財源の組替えを行うということでございます。３款１項１目も財源の組替えで

ございます。 

８款２項１目保健衛生普及費でございますが、保健衛生普及事業５万円を補正してありま

すけれども、施設使用料、サンテックが無料だということでこれが不用になったということ

と、それから減塩推進事業を今強化しているわけですが、それにステッカーの作成費用が必

要だということで組み替えるものでございます。 

１１款１項３目償還金１,３５３万６,０００円の補正ですが、前年度の精算ということでご

ざいます。１４、１５ページをお願いいたします。１１款３項１目直営診療施設勘定繰出金

２６２万４,０００円、これは先ほど申し上げました大和病院の施設整備に対しての補助をす

るものでございます。２目一般会計繰出金１,２７６万８,０００円、これは前年度の精算でご

ざいます。 

１２款１項１目予備費３,１５５万１、０００円でございますが、歳入歳出決算に基づいて

予備費に増額するというふうなことでございます。以上で、平成２３年度国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）の説明を終わります。 

○議   長  質疑を行います。 

○佐藤 剛君  １点だけちょっと確認したいのですけれども、財源の運用の考え方です。

別に問題というのではないですけれども考え方を確認したいのですが。基金を取り崩してそ

して予備費の方に３,７００万円を増やしているのですけれども、２３年度法定外繰入れをし

て、私は個人的にはこれから国保の基金という部分がちょっとやはり重要になってくるので

はないかと思うのです。そこら辺の組み方の考え方ですよね、そこら辺だけちょっとお願い

します。 

○市民生活部長  この組立ての方法というのはいろいろな部分があると思いますが、私ど

もは今、年度途中の段階で基金に組み入れるというのも一つありますけれども、先が確実な

部分が、不透明な部分もあるというふうなことで、当面予備費には積みますが、最終的には

極力基金の方へ積み立てたいというふうに考えているところです。 

○岩野 松君  １点だけあれですけれども、８ページの退職被保険者国民健康保険税とい

うのは補正が増額になっていますけれども、最初組んだときのあれからすると、一般被保険

者国民保険税は値上げをしないのだけれども、退職者は値上げをしたというふうに解釈して

よろしいかどうかお聞かせください。 

○市民生活部長  退職者被保険者の国保税につきましては、一般の保険者と同じことで率
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を使うというふうになっております。ここで増額になったというのは所得だとかそういうも

のに関連して増額になったというふうなことでございます。これも５月の時点でおおむねこ

の程度増額――若干余計入ったような形になっていますが増額は予測した内容でございます。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第７５号議案 平成２３年度南魚沼市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第７５号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第２、第７６号議案 平成２３年度南魚沼市介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  第７６号議案につきまして提案理由を申し上げます。今回の補正予算は平

成２２年度決算に基づき、繰越金や国県支出金の過年度精算分等を計上するものであります。

主なものといたしまして、歳入では前年度繰越金８,７２８万円のほか、国県支出金等の過年

度分の精算金等を計上し、歳出では介護給付費準備基金に９,９８３万円を積み立てるほか、

国県交付金等の過年度返還金等を計上するものであります。 

歳入歳出予算にそれぞれ１億１,２９８万８,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ５３億９,５７８万８,０００円としたいものであります。詳細につきましては

福祉保健部長に説明させますので、ご審議の上ご決定賜りますようにお願い申し上げます。 

○福祉保健部長  それでは私の方から事項別明細の方で説明させていただきます。８ペー

ジ、９ページをお開きください。２款１項の負担金ですが、認定審査会負担金ということで

湯沢町からいただく分ですが、２２年度精算分ということで１２万７,０００円の減額となっ

ております。４款から６款まで、これは昨年不足分が新たに交付されるということです。１

０款繰越金は決算に基づくものです。 

１０ページ、１１ページをお開きください。２款１項１目介護サービス諸費、特例居宅サ

ービス給付費ですが、これについてはある事業所の体制変更で、今まで二つの事業、要介護

高齢者通所介護事業と短期入所生活介護事業をやっていたのですが、３月末でこの基準該当

サービスを全て廃止するものとして、当初予算は一月分ということで見込んでおったのです
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が、その後、実は短期入所生活介護事業の方は引き続き続けるということで、そういったこ

とで歳出の不足分を今回計上させていただきました。 

 それから４款、これについては昨年もらい過ぎた分を返還するものです。それから６款基

金積立金、これは歳入歳出の余剰金を基金に積み立てたものです。以上で説明を終わります。 

○議   長  質疑を行います。 

○寺口友彦君  今期予定しておりました介護施設の工事について、１件だけ入札が中止に

なったということがありました。積算に誤りがあったということですけれども、そうすると

今期２３年度の介護計画の方に影響が出るのかどうかというのをお伺いします。 

○福祉保健部長  私も直接こちらの方へ話は来ていなくて、この間ホームページで見てび

っくりして、ちょっとその詳細、次いつ出るかとかそういった分についてまだ調べていませ

んので、後ほど調べて連絡したいと思います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第７６号議案 平成２３年度南魚沼市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第７６議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第３、第７７号議案 平成２３年度南魚沼市下水道特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  第７７号議案につきまして提案理由を申し上げます。 

 今回の補正予算は平成２２年度の繰越金の確定によりまして、歳入歳出予算にそれぞれ所

要額を計上したいものであります。歳出では、当初予算で不足する見込みの全期前納報奨金

そして修繕料等に所要額を計上いたしました。歳入では、前年度実質収支額から専決処分し

た第１次補正予算の財源に充当した額を差し引いた残額を繰越金として計上したほか、市債

を一般会計債に振り替えるため減額し、残額１,６７２万円は一般会計繰入金を減額すべく計

上させていただきました。 

そういうことの中で歳入歳出予算総額に１,７５４万９,０００円を追加いたしまして、その

総額を５４億１,８６４万９,０００円としたいものであります。詳細につきましては企業部長
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に説明させますので、よろしくご審議の上ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○企業部長  それでは私の方から説明申し上げます。事項別明細でご説明を申し上げます。

事項別明細の８ページ、９ページをお願いいたします。歳入でございます。第５款の１項１

目一般会計繰入金でありますが、１,６７２万円の減額ということでございます。 

 ６款の繰越金でありますが、２２年度の決算によりまして実質収支額から既に計上されて

いる額１,１３０万２,０００円を引いた４,１５７万円を計上しております。 

 ８款の市債でありますが、１号の専決補正で災害復旧事業債ということで７３０万円ほど

を災害復旧の財源というようなことで計上をしておりましたが、災害復旧事業債につきまし

ては、一般会計債であるというようなことから全額を減額しまして、一般会計債ということ

で振り替えたいということでございます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。歳出の１款１項１目であります。下水道の

一般管理費というようなことでございますが、前納報奨金でございます。２３年度につきま

しては新規賦課２００件ということで、２６０万円を予算計上してございましたが、２２年

から４億５,０００万円を２３年度事業に、としたことから、２３年度で新規賦課件数が３９

０件ほど増えるというようなことから、不足見込額としまして５３８万円をここに計上した

ものでございます。 

 ２款の施設管理費ということで、１項１目でありますが大和の処理場ということで、大和

の処理場の脱水機それからポンプなどの修繕が必要となったということから、２００万円ほ

どを計上したものでございます。 

２目の集排の関係でございますが、マンホール周りなどの舗装の修繕というようなことで

１３０万円ほど、マンホールポンプ等の修繕ということで３６０万円、そのほかの修繕とい

うことで８０万円ほど追加をお願いするものでございます。 

５目でございます。下水路の管理費というようなことでございますが、六日町の市街地内

で従前からの地元要望がございました下水路の清掃ということで２か所ほどをするための費

用ということで５０万円ほど計上をしてございます。 

６目でございますが、災害復旧事業債を先ほど申し上げましたように、一般会計債に振り

替えたということで財源内訳を変更するものでございます。 

それから５款の予備費でございますが、予算の調整額というようなことで３９２万円ほど

を計上してございます。４ページに戻っていただきたいと思いますが、地方債の補正という

ことで、先ほど来説明をしていますように災害復旧事業債ということで。一般会計債に振り

替えるということで、７３０万円ほどを全額減額をするというような内容のものでございま

す。説明は以上でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

○寺口友彦君  し尿汚泥の処理についてちょっとお伺いいたします。新潟市の方では、汚

染汚泥の方を建物を作って保管をというような報道もされましたが、市の方では出雲崎です

かね、そちらの方の処理をお願いするという方向で進んでいますけれども新潟市がそういう
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動きが出たということは、なかなか出雲崎の受け入れというのはかなり厳しくなってきたの

かなという部分がありますけれども、それの情報があったらお教え願いたい。 

○下水道課長  汚泥についてお答えします。汚泥については今、脱水汚泥とそれから濃縮

汚泥という２種類が下水道の方から出ております。放射能の方は１００以下ということで、

クリアランスレベルを達しているというような形であります。今、脱水汚泥については、大

和クリーンセンターについては魚沼の方で処理をしていると。それは現状どおりであります。

それからあと農集の方で脱水汚泥が２か所出ております。それについては今までどおり島の

焼却炉の方で処理をしていると。濃縮汚泥についても、同じく濃縮のままバキュームで島の

方に運んで、そこの部分で処理をしているというようなところが今の現状であります。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第７７号議案 平成２３年度南魚沼市下水道特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第７７号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第４、第７８号議案 平成２３年度南魚沼市水道事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  第７８号議案につきまして提案理由を申し上げます。 

 この補正は地方公営企業法の繰出基準の算定基礎数値の変更によりまして、上水道の高料

金対策に要する経費として一般会計からの繰入金を６５４万５,０００円追加し、収益的収支

の予定額を２４億４８５万４,０００円としたいものであります。詳細につきましては水道事

業管理者に説明させますので、ご審議の上ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○水道事業管理者  それでは説明を申し上げます。３ページの実施計画書をお願いいたし

ます。１款２項２目でございますが、一般会計からの繰入金というようなことで６５４万円

を追加するものでございます。 

めくっていただきまして４ページ、５ページの実施計画明細書をご覧いただきたいと思い

ます。１款２項２目他会計補助金、高料金対策ということで６５４万円というようなことで

ございますが、先ほど市長の説明にもございましたように国の方で繰出基準の変更がござい
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ました。一般会計の繰出金の高料金分がここで決定をしましたので補正をするものでござい

ます。 

算定基準としましては、平成２１年度の資本費から国の方で決定をします資本費の基準額

を引いた額に有収水量を乗じて算定をするというような格好になっておりまして、２１年度

の資本費、有収水量については変更はございません。２１年度の資本費は２５０円９４銭、

有収水量は６５４万５,９３０立米ということで変更はございませんが、国の方の資本費の基

準額が１６７円から１６６円ということになりまして、６５４万円が増えるというような内

容になるものでございます。説明は以上でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

○岩野 松君  さっきの下水道のときもそう思ったのですけれども、水道の最後の汚泥の

中から検出された数値もそんなに低くはないのですが、ただ、今、下水道の方の数値が出て

いないということは、ここに住んだり、南魚沼市に訪れた人たちなどを含めた最終的なのが

下水道という見方をしているのです。そこから出ないということは食品も安全なのだなとい

う思いをしたのですけれども、そういう考え方でいいかどうか、確認のためです。 

○水道事業管理者  水道の発生土といいますかそれの放射性物質でございますが、６月、

７月、８月というふうに１か月ごとに測っておりまして、それぞれ２,７００、２,６００、３,

２００というような数字でございました。ところが、今月に測った数値ですと約７８ベクレ

ルというようなことで、非常に低くなったというようなことでちょっと一安心しているとこ

ろでございます。処分先が今の段階ではまだ決定をしておりませんので、浄水場のところに、

今２００トンぐらいだと思いますが、保管をしてあるというようなことになっております。 

それで食品というようなお話ですが、私ども食品のことまではちょっとよくわかりません

けれども、水道水については全く数値は出ておりませんので、安心をしていただきたいとい

うふうに思っております。 

○市   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第７８号議案 平成２３年度南魚沼市水道事業会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第７８号議案は原案のとおり可決されました。 
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○福祉保健部長  先ほどの答弁もれですが、グループホームふきのとうの改築の件です。

来週公告予定で第５期計画には影響はないということです。 

○議   長  日程第５、第７９号議案 平成２３年度南魚沼市病院事業会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  第７９号議案につきまして提案理由を申し上げます。この補正は収益的収

支におきまして寄附を受けたことによりまして、収入で医業外収益のその他医業外収益に、

支出で医業費用の材料費にそれぞれ１０万円を追加させていただきたい。 

また、資本的収支では先ほど国保の関係の方で議決いただきました２３年度の国民健康保

険調整交付金の交付が決定をしたので、収入で繰入金のほか、他会計繰入金に２６２万４,０

００円を追加するものであります。支出では既決予算の医療機器費購入に充当するために補

正はございません。 

このことによりまして収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ３７億７,２８９万７,００

０円に、資本的収入の予定額を１億９,０７６万３,０００円に改めさせていただきたいもので

あります。詳細につきまして大和病院事務部長に説明させますので、ご審議の上ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

○大和病院事務部長  それでは説明をさせていただきます。４ページ、５ページの実施計

画の明細書をご覧いただきたいと思います。収益的収入及び支出でございます。収入では先

ほども説明がありましたが、その他医業外収益ということで寄附金、これは穴地の清水様の

ご遺族から１０万円の寄附金がございました。支出ではこれを材料費、医療消耗備品に充て

させていただきます。 

 次に６ページ、７ページをご覧いただきたいと思います。資本的収入。収入だけでござい

ますが、先ほどの国保の補正でもございますように他会計の繰入金、国保直診の関係の医療

機器を購入するための繰入金でございます。大和病院では循環器用の超音波診断装置これを

購入するということで、既決予算で盛っておるわけでございますが、歳入の部分だけ２６２

万４,０００円を追加させていただきました。これは補助基本額が７８７万５,０００円、３分

の１の２６２万５,０００円ということで、目が１,０００円出ておりますので、その除いた分

を追加でさせていただきました。 

最初の１ページにお戻りをいただきたいと思いますが、第３条に資本的収入の補正という

ことでそこに書いてございますけれども、予算第４条本文括弧書中の、資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額９,０５７万９,０００円を同不足する額８,７９５万５,０００円に

改めうんぬんということがございますが、ここの歳出の部分を２６２万４,０００円分だけ落

とさせていただくというものでございます。説明は以上です。 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わるにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第７９号議案 平成２３年度南魚沼市病院事業会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第７９号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第６、第８１号議案 財産の取得について（南魚沼医療福祉センター

駐車場用地）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○総務部長  第８１号議案についてご説明を申し上げます。本件は財産の取得ということ

で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づ

きまして、予定価格２,０００万円以上かつ５,０００平方メートル以上の不動産の買入れとな

りますので、議決事件としてお願いをするものでございます。 

 ６月の補正予算（第１号）でお認めをいただきました第４款衛生費、総合的医療体制整備

事業２億３,９２２万８,０００円、これは関連の工事費が１億２,０００万円、土地の購入費

が１億１,９２２万８,０００円にかかる土地の取得でございまして、先行取得をお願いいたし

ました土地開発公社から買い戻すものでございますので、それにつきましてご同意を賜りた

いものでございます。 

 議案をご覧いただきたいと思います。１の取得する財産の表示でございますが、（１）種別

は土地であります。（２）所在地は南魚沼市浦佐４０６３番ほか５筆でございます。（３）面

積でございますが、７,４７２.７０平方メートルでございます。２の取得価格は１億５０万７,

０００円でございます。なお、割替えしますと１平方メートル当たり１万３,４４９円、１坪

当たり４万４,３８４円ほどになります。３の契約の相手方は南魚沼地域土地開発公社 常務

理事 小原元久でございます。 

 ３ページをお願いいたします。土地売買仮契約書でございます。４ページをお願いいたし

ます。売買物件の表示でございます。５ページには地図が記載をされております。ご覧をい

ただきたいと存じます。 

なお、予定地のうち１筆、右の下になりますが、１,４１０.５４平方メートルが地権者と折

り合いがつかず買収がかなわなかったということでございます。本件は除外して事業を進め

るということにしております。以上でございますが、よろしくご同意賜りますようお願いを
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申し上げます。以上です。 

○議   長  質疑を行います。 

○岡村雅夫君  私もこの図面を見て、なぜ鍵の手なのかという感じがしていたのですが、

多分下話は進んでいたと思うのですけれども、決定的な理由というのは何でありましょうか。 

○総務部長  私が直接売買交渉をやったわけではありませんが、一般論といいますか価格

差だろうということで聞いてはおります。以上です。 

○岡村雅夫君  多分実勢価格からそういった形で下がってきてはいると思うのですけれど

も、その前に職員の駐車場でこれから建設地の問題、あるいは八色園からの一連の前回の取

得の段階のことを私よく言って申し訳ないのですけれども。当時はやはり１７号線バイパス、

レク都市の単価というのがありまして、先行取得をした経過がありました。やはり当時はそ

の値段が下がらないうちに早く取得していただきたいというような感じがあったのです。今

回は多分鑑定士等を入れてあるいは実勢価格等を見てのことだと思うのですけれども、その

認識がないがために鍵の手でいいというのはどうもちょっとあれですが、価格の差というこ

とでこっちの計画変更ということに対して、私はかなり政策的な部分からいきますと失敗だ

なというふうに思うのですよね。 

大和病院の先行取得する前の草楽堂の下の部分、今になって買取りができませんと、こう

いう話があるように、やはり禍根を残しますよ、これは。だって、それがためにそこへ何か

建設を――今は駐車場用地ですから、ですけれども、何か土地利用をきちんとしようという

段階ではそういう問題が発生するなというふうに思います。基幹病院の位置設定、あるいは

研究棟の設置に関して考えれば、そこの農道から東の部分はやはり草楽堂の下の土地はあっ

た方がよかったなということを、この前も私は指摘しているのですけれども、やはり何らか

の形で同意が得られなかったものかということを私は指摘しておきたいと思います。 

○市   長  価格差もあり、考え方の違いもありで、例えば代替用地の要求もされたわ

けでありますけれども法外なのです。倍あるいは３倍とは言いませんけれどもこの面積の倍

とか、あるいは単価に至ってはもう本当に議員がおっしゃるような一般的な常識の範囲の中

であれば、それは我々も応じる。当然ですよ。しかし、いわゆる一般的な部分を越えて、そ

の方にだけそういう支出をしなければならないかというとそれはできない。できないわけで

すから、総合的に判断をさせていただいて、ここが欠けたとしてでは何の支障がでるか。そ

う大きな支障は出ないということの判断の中で断念をさせていただきました。この後は、こ

こは今のところはまだ農振地域でありますから、何に転用もできませんし乱開発のおそれも

ないということでありますから当面はそういうこと。 

ただ、土地利用計画を今策定中でありますので、その中でこの部分だけを農地として残す

とかということはなかなか無理だと思いますけれども、全体的に考えて、ここをどう今後の

土地利用計画の中に位置づけるかというのはまた別の問題でありますので、ここに例えば何

かが建設されたとして、例えばですよ、駐車場としての機能に大きな影響を及ぼすことはな

いという判断で、交渉を断念させていただきました。それは私の最終的な判断であります。 
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○岡村雅夫君  せっかくの機会ですのでもう一つ聞いておきますが、旧草楽堂の下の土地

は、やはりあそこ職員駐車場、要するに研究棟というか基幹病院の２階建て部分の方ですよ

ね。ああいう人たちの利用する駐車場としては非常に裏口から――裏口からと言っては申し

わけありませんが、非常に利用度のある土地だと私はあの設計を見て思っているのですけれ

ども。そういう土地の取得に関しても折衝するというような話は聞いた経過はあるのですけ

れども、やはり断念ということでありますか。その経過をひとつ報告していただきたい。 

○副 市 長  質問者も土地開発公社の審議委員をされておりますので、そのときにそう

いうご質問もいただきましたし、それから断念をするというような話のときも、多分いらっ

しゃったと思うのですが。そういうようないろいろの事情の中で今回は断念させていただき

ましたし、草楽堂の下の１枚の田んぼにつきましても、あそこは直接私どもがというよりも、

県の利用計画の中に何とか入れて取得をしてもらいたいというようなことでお願いをしまし

たが、県の方もいろいろの関係でそこは抜くというような結果になりました。私どもの方で

直接地権者の方には、その部分については交渉しておりません。県の方からそういう土地利

用計画でやりたいということでございますので。以上でございます。 

○寺口友彦君  今に関連をしますけれども、この駐車場については基幹病院が開院のとき

には、基幹病院の利用するスペース分と大和病院の使用するスペース分ということで、案分

をして県にご負担を願いたいというそういう方向であったわけですが、面積がこれだけ減っ

てくるとなると、その方向に若干の修正が出るかと思うのです。そこら辺のお考えをお聞き

します。 

○総務部長  確かに１,４００平米ばかりの買入れができなかったということでございま

すが、全体的には４でしたかヘクタールぐらいあるわけですので、十分施設的には問題がな

いというふうに考えております。県とまだ土地の、こっちを県で買っていただいてこっちに

すると、そこまでごく細かくは詰めてございません、現段階では。 

○市   長  大和病院敷地を基幹病院の建設用地あるいは駐車場用地として利用すると、

今のこの新しく買収した駐車場用地も含めて。それと今度は六日町病院ですね、今の県立六

日町病院。これは我々が引き受けるわけでありますけれどもこの土地、建物、こういうもの

をお互い総合的に勘案した中で。ただ、知事の意向は売って、買ってくれと。いわゆる差引

きでゼロにしようとかそういうふうにしないで、例えば大和の方は県が買います、こちらの

方は我々がそれで買いますとか、そういうふうにきちんと分けてもらいたいという話はきて

おりますけれども、そのことに関して県がどれだけ負担をして、我々が六日町病院でどれだ

け負担するという話は具体的には言っていません。当初から申し上げているとおり、六日町

病院を我々が引き受けるに当たって、今の、現状のままですよ、現状の中で我々がそのこと

に負担をしながら引き受けるということはしないということを私は県の方には明言しており

ますので、そういうふうにご理解いただきたいと思います。 

新たに手を加える部分は別であります。それは別でありますけれども、それは医療何とか

再生基金とか、いろいろの基金を県の方とも利用について調整しておりますので、我が市に
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大きな負担がくるということはないというふうに今の段階では申し上げておきます。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 財産の取得について（南魚沼医療福祉センター駐車場用地）は、原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第８１号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第７、第８２号議案 財産の取得について（ＣＤ－Ⅱ型 消防ポンプ

自動車）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○総務部長  第８２号議案についてご説明を申し上げます。財産の取得でございますので

議決事件でございます。当初予算でお認めをいただきました９款消防費にかかる備品であり

ます湯沢消防署配備の消防ポンプ自動車購入につきまして、このたび執行いたしましたので

物品購入契約につきましてご同意を賜りたいものでございます。議案をお願いいたします。 

 １の取得する財産の表示でございますが、取得する財産はＣＤ－Ⅱ型 消防ポンプ自動車 

台数は１台でございます。２の取得の方法は指名競争入札でございます。３の取得価格は４,

９９２万７,５００円でございます。４の契約の相手方は長岡市に所在をします船山株式会社

でございます。３ページをお願いいたします。物品購入仮契約書でございます。 

６ページをお願いいたします。入札調書であります。８月１１日執行いたしましたところ

７者の応札がありまして、１回目では落札者がおりませんでした。再入札では３者の応札が

ございましたが、ここでも落札者がおりませんでした。こうした場合は最終最低入札価格と

予定価格の差が１０パーセントを超えない場合は、最終最低入札価格を提示した応札者から

見積書を徴して随意契約をすることができる旨の規定がございますので、見積書を徴した結

果、５ページをご覧ください、４,７５５万円の見積りでございましたので、落札率９９.８５

パーセントで随意契約とさせていただいたものでございます。７ページには契約の相手方の

概要が記載をされておりますので、ご覧をいただきたいと存じます。 

 ８ページ以降、ＣＤ－Ⅱ型の仕様がついてございますのでご覧を賜りたいと存じます。以

上でございますが、よろしくご同意を賜りますようお願い申し上げます。以上です。 

○議   長  質疑を行います。 
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○塩谷寿雄君  この車ですけれども、例えばカタログみたいのがあって、そのＣＤ－Ⅱ型

というのが幾らというふうに出ているものなのか、それともこっちがそれをＣＤ－Ⅱ型みた

いなのをオプションでどんどんつけていって、こういう形の車にするのか。まずそこを先に

お聞きします。 

○消 防 長  ＣＤ－Ⅱ型というのは、基本的な図面等はありますが、ほぼ全部手づくり

で、こちらの仕様で作っていただくということがまず前提であります。ＣＤ－Ⅰ型は３トン

車種、ＣＤ－Ⅱ型になると５トン車種以上とちょっと大きめな形になりますけれども。です

ので、ＣＤ－Ⅱ型といってもそれぞれの所属に入る品物は、細かい部分については全て違う

ということでございます。以上です。 

○塩谷寿雄君  はい、わかりました。ありがとうございます。各地域によってもＣＤ－Ⅱ

型を頼むにも、自分の地域にあったオプションつけて、これぐらいの金額が妥当だというの

を出しての見積りになっているわけですよね。 

○消 防 長  おっしゃるとおり、その地域、地域で、雪国と例えば暖かい地方では同じ

ＣＤ－Ⅱ型でも全く仕様が違うということですので、その地域に合った仕様でその適正価格

であるというふうに考えております。以上です。 

○塩谷寿雄君  金額も金額なので、もうちょっと値切られたり、どうせ一括で払うと思う

ので、もうちょっと何か値切れないのかなと思ってのあれだったのですけれども、その辺も

うちょっと研究できればと思います。 

○牧野 晶君  ちょっと今、昔の資料がないのでうろ覚えで言うことになるわけですが、

それこそ４ページの９番です。保証です。乙は、契約物品が所定の性能を有する、これは１

年間は無償交換の責任を負うことと保証する。確か建設のあっちのロータリーになると１年

ですが、それ以外の部品について、自分でメーカーの方で保証が長い部分に関してはそっち

の方の保証期間を使って、それ以外の部分は１年でやっていくというふうな契約だったと思

うのですが、私の記憶だと。これの場合は何でこういうふうになるのか。そこのところをも

しご説明できれば説明していただきたい。私の勘違いであればそれはそれでいいですけれど

も、そこのところを説明していただければと思うのですが。 

○総務部長  機械についてそれぞれメーカーの例えば１０年保証とか５年保証とかという

のがあれば、それはそれで個々の部品としてはメーカーの保証によるということになろうか

と思いますし、９条の方はいわゆる瑕疵担保があった場合どこにあるか。部品にあるという

ことはないのでしょうけれども、製造上の問題であったときは瑕疵担保責任を１年間お願い

しますよという意味でご理解をいただければというふうに思っております。 

○山田 勝君  ちょっと活動上のことで伺いたいのですが、今回０.６トンの水槽を積んで、

キャフスを積んでいますね。初期の段階ではこれだけでもう消火できるぐらいではないかな

という気がするのですが。ただ、伺ったところこれは非常に軽いホースで、水分がホース表

面に出ないので燃えやすいということも聞いているのですが、これから活動上これは増やし

ていく方針でしょうか。それとも併用してやっていくという予定でしょうか。 
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○消 防 長  ただいまのキャフスの件についてでございますけれども、一昨年本部に配

備しましたポンプ車にこれを初めて搭載いたしました。これも同じく６００リットルの水槽

を積んで、これは泡とそれから圧縮空気によって消火能力を高めるということです。水に換

算しますと約１０トン分の水に換算されるということで、しかも火災現場においては水損と

いう部分が非常に今問題視されていますけれども、水をできるだけ少なく消火能力を上げる

ということで、水損の部分についても非常に効果があるということであります。 

それとホースの件ですけれども４０ミリメートルという細いホースを使うわけですが、確

かにおっしゃるとおり延焼火災等でホースが火に当たった場合には、非常に一般のホースよ

りも弱い部分がございます。しかしながらこれは一般住宅等の火災においては、あくまで初

期消火、中期までの消火に使いたいということです。延焼火災等においてはやはり大量の水

でたたくということが原則でありますので、この機械は自動車火災あるいは高速道路の車両

火災等にも非常に効力を発するということで、併用してこれからも整備をしていきたいとい

うふうに考えております。以上です。 

○山田 勝君  特にこの地域は豪雪地なので水利ということが非常に問題になるかと思う

ので、ぜひ、私の考えとすればこれはどんどん増やしていってほしいなという思いがありま

す。以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第８２号議案 財産の取得について（ＣＤ－Ⅱ型 消防ポンプ自動車）は、原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第８２号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第８、第８３号議案 南魚沼市トミオカホワイト美術館の指定管理者

の指定についてを議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○教育部長  それでは第８３号議案 南魚沼市トミオカホワイト美術館の指定管理者の指

定について、提案理由のご説明を申し上げます。８３号議案をお開きください。公の施設の

名称、指定管理者に指定する団体、指定の期日については、議案書のとおりです。３月の定

例会で定めた南魚沼市トミオカホワイト美術館条例により、美術館の管理を指定管理者に行
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わせるものです。指定管理者について公募をせずに財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社

を選定した理由について次のとおりご説明します。 

 １点目、市内の博物館、美術館の同一管理による柔軟な運営が可能であること。２点目、

専門職としての学芸員兼務によるコスト削減が可能であること。なお、現在の財団法人南魚

沼市文化スポーツ振興公社には学芸員１名がおります。当学芸員は今まで今泉博物館と鈴木

牧之記念館の担当学芸員として長年管理運営に携わり、収蔵資料管理能力についても信頼が

できます。最後に３点目です。協定期間の途中で道の駅の動きにより、指定管理者として指

定した一部である今泉博物館の指定を外すという事態が生じています。契約残期の公社への

委託業務の確保という意味ももって公社にお願いしてあります。 

それでは添付の事業計画について要点をご説明します。事業計画の５ページをお開きくだ

さい。中ほどの職員配置についてご説明します。館長１名、非常勤です。職員１名、学芸員

の有資格者、他施設との兼務の非常勤です。臨時職員４名、常時２人体制でいきたいと思っ

ています。 

同じく５ページの説明の下にあります学校との連携についてご説明します。今、城内中学

では子ども学芸員ボランティアに取り組んでいます。平成２３年度、今年度中に準備活動し

平成２４年４月から美術館でデビューを考えております。ということで学校と緊密な連携を

図っていきたいと。 

それでは６ページをお開きください。６ページの自主事業の提案についての部分で、常設

展示についてご説明します。今までどおり年間２から３回の展示替えを考えております。 

最後に７ページ収支計画をお開きください。議会初日の補正予算で計上のとおり収入とし

て指定管理委託料４９５万２,０００円を予定しております。以上で説明を終了しますが、よ

ろしくご審議の上ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議   長  質疑を行います。 

○関 昭夫君  １点だけお聞かせをいただきたいと思いますが、今ほど説明にもありまし

たけれども５ページの職員の配置について。今泉博物館等もどうだったのかちょっと記憶に

ありませんが、この配置でいくと常勤の正職員が誰も配置されないと。常時開館する施設、

そしてお客様が入ってくる施設という中で、責任を持つ立場の人が常勤をしなくていいのか。

非常勤の方がいるだけというとらえ方もあります。非常勤というのはそこにいなくても別段

差し支えないわけですが、それは多分説明の中で巡回しながらとか、いろいろな話があるの

だと思いますけれども、本来であればどういう立場の方になるかは別としても、やはり常勤

の正職員が配置されるべきだろうというふうに思いますがそこの見解をお伺いしたい。 

○教育部長  公社と綿密な協議はしております。臨時職員についてもかなり力のある方が

いますし、この学芸員がほかの鈴木牧之と兼用ということでご心配はありましょうが、我々

としては十分兼務でできるというふうに判断しております。 

○関 昭夫君  多分そんな説明かなという気はしていましたが、どういうふうに話せばい

いのかわかりませんけれども、説明の中にあった経費節減という部分に多分重きをおいてい
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るのだろうなと。指定管理の話の一般質問もありましたが、やはり必要な経費を計上して、

きちんとした方が対応するべき施設だと私は思います。グラウンドや何かと違って、使うの

は限られているのとは違うわけですし、そこにはきちんとした方が責任を持って常駐する必

要があるのだろうというふうに思いますけれども、もう１回お願いします。 

○教育部長  いろいろの見解もあると思いますが、当面この体制で社会教育課と連携しな

がらというか、見守りながら運営していきたいなというふうに思っております。 

○関 昭夫君  結果として、文化スポーツ振興公社を使わなければいけない理由はいろい

ろな話がありましたけれども、そういう中で限られた職員で回さなければいけないのでこう

いう事案が発生するのだと思うのです。職員の数は限られているかもしれませんが、その中

でどうでも学芸員の資格を持つ人が常勤しなければいけないとか、あるいは幹部の職員が常

勤しなければいけないとかということとは違うと思います。責任あるその常勤の職員の、常

時勤めている正職員の方が、誰かがやはりここに責任を持つ立場として常勤でいるべきだと

思います。それができないのであれば、文化スポーツ振興公社に指定管理で出す必要はない

と思います。違いますかね。それなりの、人数は限られていてもそれなりの人数は要ると思

いますよ。 

○教 育 長  ご心配の点もわかるところでありますけれども、まず年度半ばであります

し、それからこの美術館におきましては、作品の説明のできる機械といいますかこういうも

のもありますので、展示替え等の際には当然、館長、学芸員が一緒にいて作品を選んだり展

示替えしたりするわけであります。当分の間は作品を解説するそういう機械の貸出し等々で

やってみて、ご心配いただいているような部分が出てくるようであればまた検討させていた

だきたい、このように思いますがよろしくお願いします。 

○佐藤 剛君  今の質問とちょっと重なる部分あるかもしれませんけれども、公募をしな

いで文化スポーツ振興公社にしたということですけれども、その理由を聞かせていただきま

した。私が心配するのは、市もその方がやりやすいし学芸員もいるということでやりやすい

のかもしれない。そしてまた文化スポーツ振興公社も今泉博物館の今後のことを考えれば、

一番最後に理由として挙げた委託業務の確保という点からすれば、それはまた公社の方もい

いのかもしれないのです。けれども、それを利用する市民の立場をちょっと考えてみますと、

今、文化スポーツ公社というのは非常に手広くやっていますよね。そういう中で目的に沿っ

た美術館運営というのができるかということです。 

今、関議員がおっしゃったとおりで、私は多分公募しても適任の団体があるかどうかわか

らないのですけれども、あえて公募なしに文化スポーツ公社に投げかけたというところで、

今の状況からして果たしてそういうふうな文化振興みたいな面で、積極的に取り組めるとい

うふうな判断でやっているのか。そして今の話を聞くと学芸員は兼務だそうですので、そこ

ら辺の考え方をちょっとお聞かせいただきたいのですけれども。 

○教 育 長  今ほども申し上げましたが、年度半ばであるということ。それから先ほど

部長の説明の中でもありましたが、今泉博物館の管理の動向もある。そんなふうなことで、
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今回の美術館については公募によらず文化スポーツ振興公社を選んだということであります。

ただ、議員ご指摘の指定管理のあり方、根本的な部分につきましては、これはまた別途検討

する必要があるだろうと。市長からも発言がありましたが、新しい図書館ができたときには、

これは直営でいくと。そうしますと、文化スポーツ振興公社の管理物件が一部なくなるわけ

ですね。その辺が検討の一つのきっかけになるのかなと、こんなふうに思っておりますが、

そんなことでよろしくお願いしたいと思います。 

○牧野 晶君  ２点になるのか。最後から前のページに１０月１日から３月３１日のこれ

が出ているわけです。私が知りたいのは１年間通してどうなのかという点で、例えば昨年の

指定管理のときに年度の途中に出てくる場合は、大体残りの３月末までが大体・・・なわけ

ですよね。確か去年の斎場ときもこういうふうに出てきたと思うのですが。できれば可能で

あれば、次の年度の１年分も出てくると、例えば市からの指定管理委託料４９５万２,０００

円、１年間だと２４年度は幾らぐらい予定しているのか。ここのところとかもわかるので、

可能であれば現段階でもうわかっている、トミオカホワイトの大体想像していると思うので、

そこのところの数字を教えていただければと思います。要は半年分だけではなくて次年度の

分も今後出していただけるとすごくわかりやすいなという点があります。あとそれと・・・

ここだけでいいです。 

○教 育 長  この後、具体的な数字ということになりましたら部長から説明をさせます

が、考え方を申し上げますと、今ほどの質問の中で関議員に対しても申し上げましたように、

とりあえずはこれでやってみたい。ですから、これで例えば一番経費の点で考えられるのは、

常勤の正職員を今置いていないわけですが、これで大きな問題なく運営ができるものか、あ

るいはこのことによって市民の皆さんの利用に支障が出てくるものか。その辺のところが一

番大きな観点になろうかと思います。今年度のところはこれからの半年になりますが、それ

で差し当たり回してみたいと。状況によっては２４年度については別途考えなくてはいけな

いと。そんなことでありますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○社会教育課長  それで年間を通すとどの程度になるかというご質問でございますけれど

も、まず６月補正も含めましたトミオカホワイトの予算、それが現計で１,３７８万８,０００

円ほどになっております。これが一つの基準になるかと思っておりますが、今回は半年分と

いうことで、例えば既に４月１日に契約済みの消防設備点検だとかあるいは警備保障である

とか、ごみ処理であるとか、そういったものは相変わらず３月３１日までは市の方で契約ど

おり支払うことにしておりますので、その半分よりは少なくなってございます。この半年間

はとりあえず今回提示させていただきました金額で進めさせていただきまして、来年度にお

きましては市の当初予算を基本としまして、年度協定で確定していきたいというふうに考え

ております。以上です。 

○牧野 晶君  確認ですが、正直、トミオカホワイトの収支計画書、これは大体指定管理

者の方がやる場合に出してくる場合は、指定管理者の方で作ってこれでやりますからという

ふうに、それが今までは大体なわけです。今回は今泉の件があるので市の方からお願いした
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という形になるかもしれないですけれども、教育長の答弁と課長の答弁を聞いていると、市

の方でこの書類作って、これでお願いするからこれでやってくれというふうに聞こえる、そ

れはちょっとおかしいのではないかなと私は思いがあるのです。 

やはり私が知りたいのは、要は年間幾らかかって指定管理料が幾らかかって、施設収入料

が幾ら入ってくるか、そこのところだって要は年間の部分を通して市の予算の方から、今報

告が上がっている中から追っていけばできるわけですけれども、ちょっと順番が逆ではない

のかなと。これだと受けられないけれども市の方で、かわりにこれをやるからと、悪意を持

って考えればそういうふうにもとれたりもしますし。 

そういうことはないと思いますが、しっかりとやはり、これはできるだろうかと密にして

やる。しっかりと来年以降の分も。これが今年の３月３１日までであればいいわけですけれ

ども、このあと残り２年半ですよね、３年半か。やっていくというふうな話になっているの

で、それだとちょっと行き当たりばったり過ぎるように感じるのですが、もう１回答弁の方

をよろしくお願いします。 

○教 育 長  公社との話合いの中では、いろいろなやり取りがあったことは事実であり

ます。もっといい管理するためにもっとお金が欲しいと、これは公社としては当然の考えだ

と思います。それはそうでありますが、差し当たりこの辺のところでまずやってみて、入館

者の増大も図りながら、私どもとしても精一杯入館者の増加に努めながらとりあえずはスタ

ートさせていただきたいと、このように考えているところであります。 

○岡村雅夫君  私もちょっとだぶってしまいますけれども、３年半の指定管理という期間

が設定されて金額は半年分、やってみてというような今の話であります。私はやはり指定管

理にそぐわない品物ではないかなというふうに思います。あれでしょう、この話が出たとき

に廃止をする、要するに財団が解散する段階で寄附されたことが、かなり年数も経っている

ものでゆくゆくは大幅な改修工事、あるいは模様替えというか屋根等の修繕もしていかなけ

ればならないというような話まで出ているわけであります。 

そういう予測というのも、修繕費なんて１８万円ですか、そういった状況ですので、やは

りもう少し綿密に検討を加えるという姿勢がないと、ある指定管理と同じように全部、全部、

更新、更新していかなければならないというようなことが起きてくると、これは指定管理は

当然しばらくは無理だなというような状況も出てくると思うのですね、整備していく中で。

ぼんと整備をして指定管理をするならいいですよ。そうでないでしょう、これ。そういう点

やはりもう少し計画を立てないと・・・思いませんか。そういうことでひとつ改修の想定は

どれくらいのことを考えていられるのか。 

そしてもう１点は財団で経営していたときにもほとんどが――ほとんどといっては申しわ

けございませんが、寄附金でかなり補っていたという経過があると思います。それについて、

その部分に関しては市が付け加えるのだということできちんと謳われて、そして管理してい

る人もそれできちんと収支といいますか、ちゃんとした経営ができるという踏まえ方をして

おるのかどうかひとつお聞きします。 
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○教 育 長  まず第１点目の大規模修繕、改修にかかる費用につきましては、これは指

定管理に出そうが市が直営で管理していこうが同じことであります。これは必要が出てくれ

ば市が市の負担で行うものであります。 

２点目でありますが、財団が運営していく中で一番の赤字の原因は、やはり人件費であり

ました。運営の姿勢といいますか方針にもあるかと思いますか、俗にいわれます敷居が高く

て入りにくかったというこういう声があったことも事実であります。その辺を考えますと私

どもとしましては、なるべく普段着でふらっと入ってもらえるような気楽な気さくな美術館

に運営していきたいということが一つと、やはりスタートにおきましては人件費を抑えたい、

この二つであります。 

したがいましていろいろご心配をいただいている部分もありますが、差し当たりはこうい

う体制でスタートをさせていただきたいと、このように考えております。 

○腰越 晃君  指定管理者については以前は何度か質問をしましたけれども、元々は当市

のような自治体にはなかなか難しいことをしなければならない法律であるという、そういう

認識があったもので余り言わなかったのですけれども。関連しますけれども、公共施設をそ

の用途、目的に応じて指定管理者に管理を委託すると。そうしたことに対する市の基本的な

考えというのがやはり最初から誤りではないかなという気がするのです。今、話を伺ってい

てもそう思うところがあります。 

やはりトミオカホワイト美術館、計画の中に観光施設と連携し誘客に努めるだとか、そん

なことをはっきりとここへ書いてあるその意気込みはわかるのだけれども、現実的に考えれ

ばほとんど期待できる内容ではないと思うのです。それからあと今泉博物館、それからトミ

オカの中の収蔵物ですが、トミオカについては美術館ですからいいですけれども、今泉は博

物館と名前がついていても実質的な内容というのは、博物館は博物館でしょうけれども余り

にもパプアニューギニアというそういったものが中心にあって、どっちかといえば博物館は

わかるのだけれども当市がやるような、公共でやるような博物館かなと思うような部分もあ

るわけです。 

やはり内容に応じてきちんと、指定管理者制度というのはこのように運用していくという、

そういうところに立ち返って考えていただきたいとそのように思います。何でもかんでも文

化スポーツ振興公社であると。では文化スポーツ振興公社がこうした目的に沿った活動を十

分にできるのかというところも考えてやるべきではないかなというように思います。やはり

もっと広域的に公募によって、うまく運用してくれる、うまく運営管理をしてくれるような

ところがないかどうか、こうしたところにも目を広げてみてやってみるべきではないかなと

いうように考えますが、見解をお伺いいたします。 

○教 育 長  まず１点目の観光施設との連携。トミオカホワイト美術館につきましては

こういったことを謳っておりますが、端的に申し上げますと八海山ロープウェーに乗ってく

れるお客さん、これが一番ですね、それからしゃくなげ湖においでになるお客さん、こうい

った方々をこの美術館に呼び込みたい。これが大きなねらいであります。この二つに限定し
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ているわけではありません。とにかくおいでいただいた方々から、例えば温泉旅館、ホテル

からでもおいでいただければありがたいと、そんなふうなことであります。 

 それから博物館の話も出ましたが、合併によって市に引き継いだものでありますし、それ

からその中の収蔵品等々の展示、あるいはほかの市が持っている美術品の展示、そんなふう

なこともいろいろ検討はしてきたけれども、なかなか抜本的な変更ができなかったという経

過もございます。ご指摘のことはよくわかるのでありますが、私どもの努力だけではなかな

か進まなかったという面もご理解いただきたいと思います。 

 指定管理制度の本来のあり方といいますかそれにつきましては前の質問者にもお答えしま

したが、今の状態でいいとは私自身も考えておりませんので、いつか抜本的な見直しをする

必要があるとこんなふうに思っています。 

○腰越 晃君  何が何でも文化スポーツ振興公社であらねばならないという理屈はないと

思いますので、もう１回それぞれの施設の設置目的、それから運用方法のあり方等について

やはり再検討された方がいいのではないかと思います。 

法律施行後、実施後も今年で５年ぐらい経つのでしょうか。そういう中できちんともう１

回見直しを進めていただきたいと思います。わざわざ外に出すよりも直営でもっと合理的な

方法がないのか。直営でそうした設置目的やいろいろな管理目的に合わせるような事業がで

きないのか、そうしたことも考えてみてもいいかもしれないと思います。あと、必ずしも公

社にこだわることなく、もっと外部からきちんと運用してくれる団体等があれば、そこに依

頼してもいいのではないかなというように思います。 

○教 育 長  指定管理のあり方全般につきましては、私どもだけで教育委員会だけでと

いうわけにはまいりませんので、副市長をトップとしました審査会もありますのでそちらと

十分相談しながら、少しでも市民の利用に、利便の向上につながるように努めていきたいと

考えています。 

○市   長  この案件に限らず指定管理制度が始まって８年、法が施行されてからです

ね。昨日も黒滝議員の質問にお答えしましたように、堆肥センターが第１号から始まってそ

れぞれやってきたわけであります。結局そういう法律ができてそれを取り入れて、今、過渡

期ということでありますから、これから検証をきちんとやっていかなければならない。その

結果の上で、指定管理者制度を導入するにそぐわないという部分が出ればそれは当然ですし、

あるいは指定管理者そのものに問題があるということであれば、当然それはまた変更を考え

ていかなければならないわけであります。 

今までの経過とすれば文化スポーツ振興公社、これを、元々もう旧六日町時代に今の市民

会館を始めとしてずっと受けていたわけですね。受けていたというかそれを委託していたわ

けですから、これを全く抜きにしてゼロから始めるよということはこれはやはりでき得ない

選択でありました。でき得ない選択であります。雇用の問題も含めてです。そういう中で今

こうしてきているわけですので、これから――もうこれからもスポーツ振興公社が、ずるず

ると市がみんなこうしてくれるなんてことを思ってもらっては困りますよ、ということも申



 - 21 -

し上げてあるわけですので、まさにこれからは実績と結果によってどう変わるかわからない

という緊張感を持ってやっていただくということは申し上げてあります。今、過渡期だとい

うことで、ひとつ皆さん方からご理解を賜りたいと思っております。以上であります。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。 

 第８３号議案 南魚沼市トミオカホワイト美術館の指定管理者の指定については、原案の

とおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第８３号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  休憩といたします。休憩後の開会は１１時１０分とします。 

（午前１０時５５分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

○議   長  日程第９、第８４号議案 市道の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○建設部長  それでは第８４号議案 市道の認定についての提案理由の説明を申し上げま

す。今回の市道認定につきましては、新規に１路線を提案するものでございます。道路種別

は「その他」でございます。起終点の地番、規模の延長、幅員、主な経過地は記載のとおり

でございます。また、地元行政区よりこの路線につきまして、道路改良及び消雪パイプの設

置要望があることから認定申請が提出されておるところでございます。 

議案の方の表の中で、大変申しわけございません。起点の部分で九日町１７２１番地２先

になっておりますが、「１７１０番２地先」に訂正をお願いしたいと思いますが大変申しわけ

ございません。地が後で２が先ということでお願いしたいと思います。 

 それでは次のページの３ページの方でお願いしたいと思いますが、議案の資料の図面の方

で説明をさせていただきます。この路線につきましては大和地区の猫道区の地内の路線でご

ざいまして、その他市道猫道５号線を起点にいたしまして、県道一村尾・六日町線に接続す

る路線でございます。その他市道猫道１２号線としまして、延長６２.０メートルでございま

す。以上、新規認定でございますが、ご審議の上ご決定賜りますようお願い申し上げます。

以上でございます。 
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○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第８４号議案 市道の認定については、原案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第８４号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第１０、第８５号議案 市道の路線変更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○建設部長  それでは第８５号議案 市道の路線変更についての提案理由を申し上げます。

今回の路線変更につきましては、その他市道大神宮北線の起点側の変更を提案するものでご

ざいます。変更前後の起終点の地番、規模の延長、幅員、主な経過地につきましては記載の

とおりでございます。 

 次のページの３ページをお願いします。図面で説明させていただきます。この路線につき

ましては六日町地内の路線でございまして、新潟県が事業主体となっております一級河川十

二沢川の改修事業によりまして、市道橋の小米橋が完成したことから変更するものでござい

ます。起点側を変更し延長４１.０メートルとしまして、一級市道市役所通り線を起点にその

他市道伊勢町裏線へ接続するものでございます。以上、路線の変更でございますが、ご審議

の上ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第８５号議案 市道の路線変更については、原案のとおり決定することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第８５号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第１１、第６６号議案 平成２２年度南魚沼市一般会計決算認定につ

いてを議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  第６６号議案 平成２２年度南魚沼市一般会計決算認定について提案理由

を申し上げます。平成２２年度の一般会計決算は、歳入総額３４６億９,１６９万円、歳出総

額３３８億８,８２０万円、歳入歳出の差引額でありますが８億３４９万円であります。この

中で繰越事業に伴う繰越財源３億８,５８４万円を除いた実質収支額は、４億１,７６５万円の

黒字となりました。前年度に比べ歳入で１６億４,１４４万円、５パーセントの増額でありま

す。歳出では１５億７,０３２万円、４.９パーセントの増額となっています。主な理由といた

しまして、歳入につきましては地方交付税が４億３,９７８万円、臨時財政対策債が６億１,

４００万円と大幅な増額となりました。歳出につきましては歳入歳出差引額が見込まれたこ

とから、かねてから懸案といたしておりました土地開発公社から野世ヶ原公園の公共用地、

六日町郵便局跡地の買戻しで５億２,３９２万円、また将来の公債費負担に備えて減債基金を

４億２,７４７万円積み立て、城内診療所体制の変更に伴う清算金として３億６,６８４万円を

措置したところであります。 

４月から子ども手当制度が創設されたことから、児童福祉関係の歳入歳出が大幅な増加と

なりました。地域コミュニティ活性化事業では、地域で対応することが早く合理的な事項に

ついては地域で取り組んでいただきたいとの思いから、市内１１か所の地区センターに活動

支援金総額２,３００万円を支出いたしました。 

アフター天地人対策として愛プロジェクト事業の中の戦国エキスポ推進事業に２,０００

万円、７団体が行う各種事業に３,２３２万円の助成金を交付いたしました。 

３月に入っても降雪がやまず除排雪が必要であったことから道路除雪関係経費がかさみ、

前年度に比べて２億４,５００万円ほど多くなったところであります。 

投資的事業では２１年度から建設を開始いたしました斎場改築、五十沢地区小学校統合整

備事業、塩沢地区給食センター整備事業が完了し、年度途中あるいは２３年度当初から供用

開始というところであります。 

また、２１年度から繰り越されました地域情報通信整備事業、光ファイバーの設置事業で

あります７億４,２７７万円をはじめとする繰越事業も全て完了したところであります。 

個人住民税では不況の影響が大きく、約１億９,５００万円減少いたしました。法人税は前

年度に比べ８,８００万円回復し平成２０年程度となりましたが、平成１９年度決算に比べま
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すとまだ約１億４,０００万円程度少ない状況であります。たばこ税が年度途中で値上げされ

たものの、これは税率が上がったわけですからそういう言い方をしますけれども、喫煙者の

減少等によりまして前年度に比べて約５,１００万円、１２.４パーセント大幅に減少したとこ

ろであります。 

平成１８年度から取り組んでまいりました財政健全化計画の期間が終了いたしまして、平

成２７年度当初予算を基準とした健全化計画でありましたが、目標総額７１億円に対し７３

億１,１００万円と目標を達成することができました。内訳といたしましては、平成２２年度

南魚沼市歳入歳出決算資料の５ページに記載してありますのでご覧をいただきたいと思いま

す。財政健全化計画は終了いたしましたけれども、財政計画の７項目の方針につきましては、

当然ですが今後も踏襲し経費の削減に努め、財政の効率化、健全化に務め、総合計画の着実

な実現を図ってまいりますので、一層のまたご支援、ご指導をお願い申し上げるところであ

ります。 

概要につきましては総括を総務部長に、個別部分につきましては各担当部長に説明させま

すので、よろしくご審議の上ご認定賜りますようお願い申し上げます。 

○総務部長  総括についてご説明を申し上げます。お手元に第６６号議案資料とあります

一般会計決算説明資料という６ページにわたるものがあるかと思いますが、お出しをいただ

きたいと存じます。これは会計管理者の方において作成をしていただきましたので、これに

基づきましてご説明を申し上げます。 

３ページをお開きいただきたいと思います。一般会計の款別決算の主な部分の比較表でご

ざいます。各款別に当該年度と前年度の比較を示してございます。上の方で左から款、年度、

予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額の比較、収入

割合として予算比、調定比、収入済額の前年度比較増減欄の主な内訳等というふうになって

おります。主に収入済額の欄の前年度比較で申し上げますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

 第１款市税では、収入済額の欄で７５億４,４７０万円ほどでありまして、前年度に比べマ

イナス２.２３パーセント、１億７,２４６万円ほどの減額でございまして、右の欄に記載され

ておりますが、大きな減額は市民税で１億７０１万円ほど減となりました。固定資産税でも

９２９万円ほど、たばこ税で５,１０５万円ほどそれぞれ減額でございます。不納欠損額は３

１１件５,７５６万円ほど、また収入未済額が１５億４,９１３万円ほどということでございま

す。なお、不納欠損額の処分事由別内訳は、監査委員審査意見書１６ページに明細が記載を

されておりますのでご覧を賜りたいと存じます。 

 第２款地方譲与税では、自動車重量税及び揮発油税を財源として交付されますが、前年度

に比べ１,０２１万円の減額となっております。２１年度から道路特定財源制度廃止に伴い地

方揮発油譲与税４,７３０万円ほどの増、自動車重量譲与税で１,５５６万円ほどの減額、旧法

の地方道路譲与税４,１９６万円余りの減であります。 

 ３款利子割交付金でございますが、２１１万円ほどの減でございます。４款配当割交付金
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では１２９万円ほどの増。第５款株式等譲渡所特割交付金は１８万円ほどの減。第６款地方

消費税交付金で１０４万円ほどの減。第７款自動車取得税交付金では、１,１１６万円ほどの

減となった結果でございます。この部分は消費、経済活動の多寡により上下する科目でござ

いますので、景気による影響が多いというものでございます。 

第８款地方特例交付金２,５６５万円ほどの増でありますが、減収補てん特例交付金、これ

は住宅ローン控除分と自動車取得税税率の軽減分及び特例交付金、児童手当並びに子ども手

当の分の増でございます。第９款地方交付税では、５億１,４８１万円ほどの増であり、記載

のように普通交付税で４億３,９７７万円余り、特別交付税で７,５０３万円ほどの増という内

容でございます。第１０款交通安全対策特別交付金は、前年並みの９６２万円ほどの収入で

あり３７万円ほどの減額となっております。 

第１１款分担金及び負担金では、前年度に比べ１,３０５万円ほどの減額でありますが、分

担金では道路整備事業分担金の減が主でございますし、負担金では保育園入園費いわゆる保

育料、児童の入園数の減少による減が主な理由でございます。この款での収入未済額は２,３

８３万円ほどが保育園の入園費負担金が主な内容でございます。不納欠損額５万円余りは、

入園費負担金の滞納繰越分の時効による処分でございます。 

 次ページをお願いいたします。第１２款使用料及び手数料は６億１,０７７万円ほどで前年

度に比べ４４８万円ほどの減でありますが、使用料では主に兼続公伝世館使用料が１,４３２

万円ほど、休日緊急診療収入が４５３万円ほど減額したこと、手数料では可燃ごみの処理手

数料の部分が１,１１６万円ほどの増が主なものでございます。収入未済額１,５６８万円ほど

となっておりますが、主として住宅使用料でございます。不納欠損額３万９,０００円はし尿

処理手数料滞納繰越分の時効による処分でございます。 

 第１３款国庫支出金の収入済額は、４１億１,９７０万円余りであり前年度に比べ４億９,

６５９万円の増でありました。主たる要因は、国庫負担金では生活保護費、障がい者自立支

援給付費、子ども手当国庫負担金などの増でございます。国庫補助金では、地域活性化経済

危機対策臨時交付金５億３,４３３万円ほど、きめ細かな交付金２億４１０万円ほど、住民に

光をそそぐ交付金３,０４１万円ほど、公共投資臨時交付金７億２,８６７万円ほどの増、地域

情報通信基盤整備推進事業交付金２億４,６９１万円ほどの皆増、定額給付金給付事業補助金

６億６,７９５万円の皆減、地域活性化生活対策交付金２億４,４３９万円ほどの皆減のほか、

学校耐震補強事業の増減などがありますが、結果して記載のように補助金では１億４,９３１

万円ほど、委託金で３１万円余りの減となりました。未収入済額が４億６,７６７円ほどであ

りますが、きめ細かな交付金、地方道路交付金、六日町中学校地震補強事業交付金など繰越

明許にかかる部分でございます。 

 第１４款県支出金は２１億５,４７１万円ほどでありますが、前年度に比べ５億８,５４５万

円ほどの増であります。県負担金では保険基盤安定県負担金２,３３７万円、障害者自立支援

給付費県負担金１,０９６万円、子ども手当県負担金１億９２３万円のそれぞれ増、被用者、

非被用者小学校就学前特例交付金で９,０３６万円ほどの減により５,１０２万円の増でござ
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います。 

補助金では介護基盤緊急整備等臨時交付金１億８,５４５万円、安心こども基金事業３,２８

３万円の皆増、緊急地域雇用創出特別基金事業９,７４３万円、ふるさと雇用再生特別基金事

業３,５７３万円、森林加速化・林業再生事業１億３,２７０万円、ＨＰＶワクチン等接種事業

１,１１４万円などを主として、５億３,９５６万円の増でございます。 

貸付金では地方産業育成資金貸付金の減が１,４００万円でございます。収入未済額１億３,

０１７万円ほどは、森林加速化・林業再生事業１億３８９万円、農山漁村活性化プロジェク

ト交付金２,６２８万円余りでございます。 

 第１５款財産収入は９,７６０万円ほどの増でございますが、財産運用収入では利子及び配

当金の部分で前年度に比べ３,６５９万円ほどの減、財産売払収入で旧消防署大和分署用地、

旧六日町病院跡地用地、旧大巻小学校用地などの売払いによりまして１億３,４２０万円ほど

の増となったものでございます。収入未済額でありますが、土地貸付料滞納分２万円の納付

がありまして、残額は９万円ほどとなったものでございます。 

 第１６款寄附金１,７１６万円ほどでは、前年度に比べ１,０８８万円ほどの増であります。

一般寄附のほか豪雪お見舞いにかかるもの、ふるさと納税、トミオカホワイト美術館への寄

附金が主な理由でございます。 

 第１７款繰入金１億７４９万円余りは、１１億７,８４８万円ほどの減でありますが、水道

事業会計繰入が１億４,０１３万円の皆減、地域活性化生活対策基金繰入金１億,２８７４万円

の皆減、合併振興基金繰入金９億６,０００万円の皆減を主因としております。 

 第１８款繰越金では、収入済額７億３,２３６万円ほどでございますが、前年度純繰越金が

５億４,７４２万円ほど、繰越明許等充当分が１億８,４９３万円ほどであります。 

 第１９款諸収入では、１７億８,１７２万円ほどの収入で、前年度に比べ２億５,２３３万円

ほどの減でありますが、主たる部分は延滞金で１３１万円の減、貸付金元利収入では地方産

業育成資金の預託金２,８００万円の減などが大きな理由で２,２８２万円ほどの減ですし、受

託事業収入では湯沢町との受託事業で斎場、ごみ処理、消防署の部分が主で１億２,７４８万

円の増、雑入では「愛・天地人博」の決算剰余金１億１,４５０万円ほどの皆減、県市町村振

興協会から宝くじ基金交付金５,９８０万円の皆減、被災地緊急雇用創出事業補助金１億５,

５６８万円の皆減などから３億５,４９６万円の減に、預金利子では譲渡性預金利子で７１万

円ほどの減でございます。 

 第２０款市債４８億６,８１０万円は、前年度に比べ１６億５,４６０万円の増でありますし、

収入未済額６億３,３９０万円は繰越明許分でございます。以上が歳入の概要でございます。 

 ５ページの歳出をお願いいたします。歳出も款別に前年度と対比をとりまして、左から款、

年度、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、予算現額と支出済額比較、支出済額を

予算現額で割った執行率となっております。主に支出済額の欄の比較増減でご説明を申し上

げます。 

 第１款議会費は、１億４,９４５万円ほどであり、５９５万円ほどの減でありますが、２１
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年１１月以降の議員定数減となっておりますが、前年度は４月から１０月までの分の歳費が

入っておりますので、結果して減額が昨年度に比べ大きくなっております。 

 第２款総務費では、前年度に比べ６億５,４７８万円ほどの減でありますが、これは説明欄

のように総務管理費では職員費で１億８,６８１万円の減、電算対策事業費で地域情報通信基

盤整備事業で７億４,２２９万円の増、財政調整基金積立ほかで２億５,６４４万円の減、大河

ドラマ「天地人」プロジェクト推進費の１億７,２９７万円の減、定額給付金事業９億７,３９

７万円の減が主たる要因で、５億１,４４２万円ほどの減でございます。 

徴税費の１億２,３４１万円ほどの減は、賦課徴収費、賦課徴収管理費減を主因とするもの

でございます。それから選挙費では参議院議員選挙の増、衆議院議員選挙の皆減、市会議員

選挙の皆減から２,５９１万円ほどの減、統計調査費では１０月１日に行いました国勢調査の

関係で６７０万円ほど、交通安全対策費は交通安全立硝員の報酬１２万円ほどの増でありま

すし、翌年度繰越分の１億７,３７５万円は庁舎整備、地デジ関係の設備などにかかるもので

ございます。 

 ３款民生費では、前年度に比べ１１億９,２２８万円ほどの増であります。主なものは社会

福祉費２億４,５７３万円ほどの中では介護基盤緊急整備等事業が１億７,０７０万円ほどの

増、老人ホーム魚沼荘管理運営費が委託料として１,４９３万円ほど、心身障害者自立支援事

業３,５５９万円の増であり、児童福祉費では８億６,６８７万円ほどの増は子ども手当の支給

事業の増を主因としておりますし、生活保護費これは６,６５０万円ほどの増でありますが、

生活保護扶助費の増によるものでございます。繰越額２億３,６５０万円ほどは、震災関連災

害救助費、常設保育所施設整備事業などにかかる部分でございます。 

 ４款衛生費では６億３,３８１万円ほどの増でありますが、保健衛生費３億４,６４１万円ほ

どは予防対策事業費６,７５１万円ほど、病院事業対策費として２億７,６７１万円ほどの繰出

金の増であり、環境衛生費では斎場施設整備事業で２億３１２万円ほどの増を主とするもの

でございます。清掃費は１億４,６４５万円ほどの増で、ごみ処理対策は４,７８０万円ほど減

少しておりますが、し尿塵芥処理施設費の方で１億９,４１７万円ほど増加しました。上水道

事業費は１億４３８万円の減で高料金対策補助金の減が主な要因であります。繰越額１５０

万円ほどは環境衛生センター付属施設の繰越明許費でございます。 

 ５款労働費でございます。前年度に比べ９,０６２万円ほどの増でございますが、雇用創出

事業にかかるものでございます。 

 第６款農林水産業費では、５,８４３万円ほどの減でございますが、農業費では農業振興費

の増、農地費の減からのトータルで減の６,９２９万円ほど、林業では森林整備加速化・林業

再生事業を主として１,０８６万円ほどの増でございます。繰越額５,４８３万円ほどが土地改

良事業費及び林業再生事業のほかの繰越明許費でございます。 

 第７款商工費でありますが、６,０６４万円ほどの減であります。商工業振興費１億６,３９

６万円ほどの減は、商工業振興補助事業の減、及び中小企業金融制度事業費の減を主とし、

観光振興費１億３３２万円の増では愛プロジェクト推進事業費の皆増、観光施設整備事業費
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の増によるところが主でございます。繰越額２億１,６９１万円ほどは地場産業振興事業及び

観光施設整備事業などの繰越明許費でございます。 

 ８款土木費は、前年度に比べ６億６,６３９万円ほどの減でございますが、道路橋りょう費

が１億８,９１８万円ほど、これは機械除雪費、機械除雪整備事業費、融雪事業費の増を主因

としております。 

都市計画費では、ここで中段の記載に誤りがございますので、若干訂正をお願いしたいと

思います。都市計画費、三角で８億７,５７９万６,０００円と書いてございますが、そこに括

弧がありまして繰越明許費４,０１９万８,０００円、また括弧になっておりますが、一番最後

の８の次の括弧を一番右の方に移していただいて、くくっていただきたいというふうに思い

ます。したがいまして、中段のところの三角９億１,７４１万８,０００円の８の次に括弧を入

れていただきたいと思います。８億７,５７９万円ほどの減でありますが、主に下水道繰出金

９億１,７４２万円ほどの減によるものでございます。 

住宅費では２,６４７万円ほどの増でありますが、個人住宅リフォーム事業７,４５０万円の

増が主な要因でありますし、国土調査費でも５２２万円ほどの減でございます。繰越額４億

１,３６１万円ほどは、繰越明許費で道路橋りょう費、都市計画費、まちづくり交付金事業ほ

かでございます。 

 第９款消防費は、前年度に比べ３億８,６１１万円ほどの増でありますが、常備消防費３億

５,９６６万円増では、消防庁舎改築事業費で２億９,５６５万円、車庫棟解体事業、車両管理

費などの増で、非常備消防費１,６２９万円の増では、消防団施設整備事業費が増の主因でご

ざいます。防災費では防災広場整備事業費の１,０３５万円が主でございます。翌年度繰越１,

２４０万円は大和分署屋根の改修事業のほかの繰越明許でございます。 

 第１０款教育費では、前年度に比べ１０億７,２５９万円ほどの増であります。主なものは

小学校費では６億２,１３１万円ほどの増加でございますけれども、耐震補強事業、五十沢地

区小学校統合整備事業費などによるものでございますし、中学校費３億８,００３万円ほどの

減は耐震補強事業費の減が主因でございます。幼稚園費では認定こども園整備費の増でござ

います。保健体育費では２億５,６５７万円ほどの増でありますが、塩沢地区給食センター整

備事業費増を主因とするものでございます。翌年度繰越額５億２,８１９万円余りは中学校耐

震補強工事、小学校大規模改造工事、体育施設整備事業費ほかの繰越明許でございます。 

 第１１款災害復旧費では、５,８４８万円ほどの減でございます。農林水産施設災害復旧費

で２４６万円ほど、公共土木施設災害復旧費で５,６０１万円ほどの減でございます。 

 第１２款公債費でございます。前年度に比べ７億９,７３２万円ほどの減でありますが、主

として長期債繰上償還金７億１,５６９万円の皆減、長期債利子７,００４万円減が主たるもの

でございます。 

第１３款諸支出金は、４億９,６９１万円増の５億２,３９２万円ほどでございますが、土地

の取得費でございます。 

第１４款予備費でございますが、充用件数３２件、充用額は５,４６０万円でございます。 
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以上が歳出の概要でございます。なお、別冊の南魚沼市歳入歳出決算資料（主要な施策の

成果の概要）と記載されていますが、１ページから主要な施策の概要を、１０７ページ以降

に未定稿でありますが当該年度の決算カード、財務諸表を掲載しておりますし、同じく別冊

の財産に関する調書の４１ページ以降に債権、基金の状況、また４３ページ以降に奨学金、

貸与基金運用状況を、定額運用基金運用状況報告書として記載をしておりますので、ご覧を

賜りたいと存じます。以上で総括説明を終わります。 

○議   長  監査委員の監査報告を求めます。 

○監査委員  それでは一般会計の決算審査の報告をさせていただきます。審査意見書の１

ページをご覧いただきたいと思います。 

平成２２年度南魚沼市一般会計歳入歳出決算及び基金の運用状況審査意見。第１の審査の

概要でありますが、１審査の対象（１）平成２２年度南魚沼市一般会計歳入歳出決算、（７）

平成２２年度財産に関する調書、（８）平成２２年度定額運用基金運用状況報告書。２審査の

期間、平成２３年８月５日から平成２３年８月１９日まで。３審査の方法、審査に付されま

した一般会計の歳入歳出決算書、実質収支に関する調書、歳入歳出決算事項別明細書、財産

に関する調書及び定額運用基金運用状況報告書が、関係法令に準拠して作成されているか、

計数は正確であるか、及び予算は適正に執行されているかを主眼に審査をいたしました。ま

た、必要に応じて関係職員からの事情聴取等を実施しております。 

次２ページですが第２審査の結果。１総括、審査に付されました一般会計の歳入歳出決算

書、実質収支に関する調書、歳入歳出決算事項別明細書、財産に関する調書及び定額運用基

金運用状況報告書は、関係法令に準拠し、計数は関係諸帳簿と符合しており、適正に作成さ

れていたと認めました。予算の執行に関しては適正なものと認めました。 

２一般会計決算審査意見 （１）決算収支でありますが、本年度の一般会計決算の歳入総

額３４６億９,１６９万円から歳出総額３３８億８,８２０万円を差し引いた形式収支は、８億

３４９万円の黒字となっています。 

この額から翌年度へ繰り越すべき財源である繰越明許費繰越額３億８,５８４万円を差し

引いた実質収支額は、４億１,７６５万円の黒字であり、この実質収支額から繰り越された前

年度の実質収支額５億４,７４２万円を差し引いた単年度収支額は１億２,９７７万円の赤字

となっています。 

この額に財政調整基金積立金１００万円、取崩し額３,０００万円を加減した実質単年度収

支額は、１億５,８７７万円の赤字となっています。 

（２）歳入 収入済額は３４６億９,１６９万円で、予算現額３６１億９,０１８万円に対す

る執行率は９５.９パーセント、調定額３７６億４６４万円に対する収入率は９２.３パーセン

トとなっています。収入済額は前年度に比べ１６億４,１４４万円、５パーセントの増となっ

ていますが、地方交付税、国県支出金、市債の増が主な要因であります。 

財源の根幹となる市税は、７５億４,４７０万円で調定額に対する収入率は８２.４パーセン

ト、前年度より１億７,２４６万円、２.２パーセントの減となっています。一般会計収入にお
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ける市税の構成比率は２１.７パーセントで前年度より１.６ポイント低下いたしましたが、当

初予算額よりは３億８,９７８万円の増となっています。 

市税の収入未済額は市民税２億２,５９４万円、固定資産税１２億５,４４９万円、軽自動車

税１,０９１万円、特別土地保有税１３９万円、入湯税２３５万円、都市計画税５,４０６万円、

合わせて１５億４,９１４万円で調定額の１６.９パーセントであり、前年度より２,６５７万

円の増となっています。 

市税の不納欠損額は５,７５６万円、前年度より２,５９５万円の減となっています。不納欠

損額の内容は、市民税で６２８万円、固定資産税で４,９００万円、都市計画税１８９万円、

軽自動車税２７万円、特別土地保有税１１万円で、いずれも地方税法の規定に基づくもので

やむを得ないものと認めますが、滞納については管理に十分注意して徴収に努めていただき

たいと思います。 

本年度の歳入の主な構成割合を見ますと、地方交付税が３１.１パーセント、前年度と同率

と最も多く、次に市税が２１.７パーセント、前年度２３.３パーセント、市債が１４パーセン

ト、前年度９.７パーセント、国庫支出金１１.９パーセント、前年度１１パーセント、県支出

金６.２パーセント前年度４.７パーセント、諸収入５.１パーセント、前年度６.２パーセント

ほかとなっています。 

自主財源比率は３３.３パーセント、前年度３９.８パーセント、依存財源比率は６６.７パ

ーセント、前年度６０.２パーセントで、地方交付税、国庫支出金、市債などの依存財源の増

により、前年度より自主財源比率は６.５ポイント下回りました。 

市債の本年度起債額は４８億６,８１０万円、前年度比５１.５パーセント増、償還額は３４

億６,１９９万円で年度末残高は３６６億４,２２０万円となり、前年度より１４億６１１万円

の増となっています。合併特例債の起債額が前年度より１４億４,２７０万円増えたのが主な

要因であります。 

（３）歳出 支出済額は３３８億８,８２０万円で、予算現額３６１億９,０１８万円に対す

る執行率は９３.６パーセント、前年度に比べ１５億７,０３２万円、４.９パーセントの増と

なっています。 

翌年度への繰越額は、全額繰越明許費１６億３,７７２万円で、前年度より１２億１４１万

円の減であります。主な内容は庁舎整備事業費、災害救助費、地場産業振興事業費、地方道

路交付金事業費、小学校大規模改造事業費、中学校耐震補強事業費などを主とするものであ

ります。 

公債費の支出済額は４０億４,３５１万円で、前年度より７億９,７３３万円、１６.５パー

セントの減となり、歳出総額に占める割合は１１.９パーセントとなっています。 

歳出総額における不用額は６億６,４２６万円で、前年度に比べ１億５,３０６万円、２９.

９パーセントの増となっています。 

（４）財政状況 財政基盤の強さを示す財政力指数は０.４６７、これは３か年平均ですが

前年度は０.４９３で前年度より０.０２６ポイント低下しています。財政構造の弾力性を示す
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経常収支比率は８８.６パーセントとなり、前年度より５.１ポイント改善はされましたが、ま

だ８０パーセント以上ということで硬直化の状況にあります。 

公債費比率は、財政構造の健全性の面から１０パーセントを超えないことが望ましいとさ

れていますが、前年度に比べ１.５ポイント低下し１３.４パーセントとなり年々改善されてき

ています。 

基金については、財政調整基金は１００万円を積み立て３,０００万円を取り崩したことに

より、平成２３年５月末の残高で２７億９,８９９万円となり、前年度より２,９００万円の減

となっています。また、基金全体では平成２３年５月末時点で６９億１,５５６万円となり、

前年同期に比べ２億２,５９８万円の増となっています。 

（５）まとめ 主要施策として取り組んできた雇用・景気・資金繰り対策、教育環境の充

実、子育て支援の拡充、コミュニティ活動の推進、愛プロジェクト推進事業、財政健全化の

推進の各施策とも計画に沿った執行がなされています。また、斎場改築事業、消防庁舎改築

事業、五十沢小学校統合整備事業、塩沢地区給食センター整備事業などの継続事業をはじめ

とした投資的事業もそれぞれ順調に進められてきました。 

また、平成１８年度から５カ年計画で取り組んできた財政健全化計画は、設定した７項目

である人件費の抑制、内部経費の削減、投資的経費の抑制、行政水準の明確化、繰出金の見

直し、公債費の削減、歳入の確保について、一部未達の項目はありますが、総体的には計画

の１０３パーセントとなり目標を達成しております。一丸となって取り組んできた成果であ

ります。今後も引き続き財政健全化に努めていただきたいと思います。 

３月に発生しました東日本大震災と福島の原子力発電所の事故等により、経済不況と雇用

問題などの先行きにさらなる不安、不透明感が拡大しています。また、農畜産物をはじめと

した放射能汚染問題や国の財源不足問題など、今後地方自治体の影響が懸念されるところで

あります。厳しい環境が続くと思われますが、情報の収集と迅速かつ適切な対応に努力いた

だき、市民の安心、安全と健全な行財政運営に一層の努力をお願いしたいと思います。以上

で終わります。 

○議   長  昼食のため休憩といたします。午後の開会は１時ちょうどといたします。 

（午前１１時５５分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

○議   長  ここで市長より発言を求められておりますのでこれを許します。 

○市   長  決算審査に入りまして大変お忙しい中でありますけれども、先般お話し申

し上げておりましたこの南魚沼市の小中学校そして保育園、これらの汚泥等の放射線量の測

定結果について、議会の皆さん方にお知らせを申し上げます。まずこの広い一枚紙をちょっ

とご覧いただきたいと思います。ここに記載してございますように、十日町市の一部の保育

園、幼稚園ここの汚泥、枯れ葉等の堆積物から放射性セシウムが検出されたこともありまし

て、県からも要請がありました。市で小学校、中学校、保育園の汚泥、枯れ草、この堆積物
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について８月２４日から３０日、９月１日から７日、地表面１０センチの高さの空間線量を

測定いたしました。０.３毎時マイクロシーベルト以上の地点の汚泥を全部撤去いたしまして、

国の示す当面の取り扱いにしたがって市の施設に保管をしているところであります。 

８月２４日から３０日までの測定において、０.５マイクロシーベルト以上の地点１３か所、

この汚泥の放射性物質を調査いたしましたら非常にばらつきがありまして、放射線量が高い

からこのベクレルが高いということでは全くありませんでしたけれども、一応１キログラム

あたりで３,９２０ベクレルというところから、７万６,５００ベクレルという放射性セシウム

が検出された箇所がございました。１３か所。 

この結果につきまして、測定値の高い地点がまさに局部的でありまして、スコップ２～３

杯とか、あるいは堆積物、枯れ葉等の重なったところとかそういうところでありましたこと

と、汚泥の撤去後の測定値これをこの後説明いたしますが、ほぼ通常の範囲でありましたし、

新潟大学の今泉教授のご意見をお聞きをして、直ちに健康に害を及ぼすことはないというご

判断もいただきましたので、それはそれとして今後も放射線量の測定を継続していきたいと

思っております。 

この表でちょっとご覧いただきたいと思います。例えばこの三用小学校、側溝の１で０.３

５という数値がありました。２、３は０.１４、０.１７、プールの排水桝は０.１０とか、砂

場０.１８、校庭０.１２こういうふうに非常にばらつきがあります。ほかのところもそうであ

ります。そういうことでこの０.３以上の部分を全て汚泥を撤去させていただいて、その結果

が次の２枚目であります。半紙でありますけれども、汚泥等の撤去後、除去後の測定結果で

地上１０センチ、１メートルで全部測定をさせていただきまして、全て０.３以内におさまっ

ているところであります。 

それからそのもう１枚裏側に公園の測定をしたものが、１メートル、５０センチ、１０セ

ンチ、全部測定いたしましてこれは全て０.３以下でございましたので、ここは大丈夫だろう

ということで、半紙の１枚目でありますがこれをご覧いただきたいと思っております。この

放射性物質といいますかいわゆるセシウムの高い部分というのは、放射性のセシウムの１３

４と１３７の合算数値であります。合算数値でありますので、そういう高い部分も若干出ま

したが、除去後は全く大丈夫だということでありますので、皆さん方からこのことも含めて

市民の皆さんにもご周知をいただきたいと思いますし、これはこの後、報道機関にもプレス

させていただいてご報告を申し上げようと思っています。県の話も伺いながらこういうかた

ちでやろうということでありますので、いちいち細かいこの学校がこうだ、こうだというこ

とは申し上げませんけれども、全て安全な数値の中に今おさまっているということをひとつ

ご理解いただきたいと思っております。 

数字等については後ほどよくご覧をいただきたいと思います。さっき触れましたように、

例えば０.３というところであってもベクレルが３,０００を超えているとかですね、あるいは

１.０という数値を示してもこれ以下であったりとか、いろいろそのばらつきがあります。特

定ができません。どこの付近にそのホットスポットがあるとか、この一帯が線上になって高
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いとかそういうことが全く測定できませんので、要は雨あるいは風等でそこに土砂が集中し

たり、あるいは枯れ葉が、あるいは草取りをした草等をそこに集積させたという部分が高か

ったということであります。さっき言いましたようにここで、では全部セシウムがみんな出

るかというとそうでもないという、なかなか判断のしづらい部分でありますが、重ねて申し

上げますけれども除去をして、全部でどのくらいの量になる、トンパック５０袋ぐらいであ

ります。これ全部除去した場合ですね。これだけの数でありますからそうでありますけれど

も、その後は全く数値としては０.１前後の数値だということをご理解いただきたいと思って

おります。私の方から以上であります。 

○議   長  会議を続行いたします。  

○議   長  平成２２年度南魚沼市一般会計決算全般に対する大綱質疑を行います。 

○寺口友彦君  大綱質疑でありますので平成２２年度の施政方針の中で市長が述べられた

ことに関連してご質問いたします。この２２年度は五つの柱、重要政策ということで、雇用

景気金融対策、子育て環境充実、教育環境の充実、コミュニティ活動の推進と、５年間の財

政健全化、この目標達成ということを掲げられたわけですが、その執行に当たって市長の方

は積極的な失敗は消極的な無事に勝るというということばを職員に対して訓示をされて、前

例踏襲や横並び行政ではなく積極果敢に行動することを求めたと、こういうふうに３月の定

例会で述べておられます。この決算の方をみまして、この部分についてどうであったかとい

うところの市長のまず総括をお伺いいたします。 

○市   長  個々のそれぞれの部分は別にいたしまして、積極的に取り組んで大きな失

敗ということもこの年度はなかったわけでありますし、積極的に取り組んでいただいたその

成果が財政健全化にも結びついていると。そして投資的事業等も多くありましたし、昨年は

提案理由のところで申し上げましたが、前年度繰越を考慮しますと１億数千万円の赤という

ことでありますが、財政調整基金に４億円強、それから公社からの買戻しで５億円強、さら

には城内診療所の特別会計移行に伴う清算で３億円強、合わせますと１３億円から１４億円

のお金を投入して、懸案事項もある程度こう整理を付けられたと。ですので、これがもしな

しとするとしますと、実質的には１０億円を超える実質黒字になっているわけでありますの

で、これらまさに今職員一丸となって積極的というのは別に何かものを全部やれということ

ではなくて、財政の健全化に取り組んでもらった、このことの表れだと思って職員を高く評

価したいと思います。 

○寺口友彦君  その中でも５カ年の財政健全化計画でありますが、全体的には計画を上回

る達成であったわけなのですけれども、その中でも未達成部分、例えば内部経費８１.７パー

セント、繰出金見直しは９３.０パーセント、歳入の確保が７３.０パーセントで総額３億１,

９００万円の未達成であったという部分があります。この５カ年計画については新たに計画

を策定はせず、その精神を引き継いで財政運営に当たると。市長の考えでありましたけれど

も、一番懸念されている部分の歳入の確保について非常に数値的にも厳しいものが出たかな

というふうに思っています。この部分について今年度は不納欠損であれば３,０００万円ほど
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の昨年よりは実績を挙げていると。昨年は８,０００万円を超える不納欠損であったわけです

が、今期は５,０００万円ちょっとくらいに下げたという部分もあるので、この辺も積極果敢

にやられた部分もあったのかなというような感じはしていますが、この部分について市長は

どのように総括になっているか。 

○市   長  今ご指摘いただきましたように３項目が１００パーセント未達ということ

であります。特にある意味、憂慮といいますかしますのは、歳入の確保ということの中で、

税も含めていわゆる滞納金の整理であります。固定資産税で１２億円におよんでいるわけで

ありまして、これが一番のやはり難題でもありますし、取り組まなければならない問題であ

ります。何かのところで申し上げましたけれども、税務課の方も徴収員の増強とかそういう

ものはまたやっておりますけれども、やはりある程度きちんとした毅然とした対応をとらな

ければならないということで、預金等の調査等も含めて差押えも辞さないという覚悟で、現

実にはそういうこともやってオークションにもかけようということです。 

ある意味、悪質的な部分そして悪質でなくてもそういう能力があるにも関わらず税金等を

納めていない方については、冷酷と言われても仕方ありませんので、ある意味、強く毅然と

した態度を持っていくということであります。が、なかなか固定資産税の滞納の内容を精査

いたしますと、いつも申し上げておりますように例えば差押えをしたからすぐ収入につなが

るという状況ではない部分もあるわけでありますし、さあ、そこで差押えをやってその企業

等がそこで倒産とかそうなりますと、また市の経済活動にも大きな影響があるということで、

ちょっとジレンマがあります。 

ジレンマがありますが、そういうことも含めてそういう皆さんには本当に計画納税という

ことをきちんと説明をして、それにご本人の方から提出していただくわけです。それにのっ

とってきちっとした税金を納めてもらう。年月はかかります。多い額を毎年、毎年それを分

割して少しずついただく。当年度にまた発生する税金がまたそれを上回るという状況が続く

ところもありますので、その辺が非常にジレンマではありますけれども、ある程度長い目で

見させていただいて。 

歳入確保の特にこの滞納の部分については、先ほど議員おっしゃっていただいたように積

極的に取り組んだ部分もあって、若干今年度は伸びているわけでありますが、これからも気

を緩めずにそういうことにはきちんと取り組んでいこうと。税の公平性ということもござい

ますので、それらについては毅然とした対応をさせていただこうと思っております。 

○寺口友彦君  ２２年度の行政サービスの評価という面で考えますと、執行する側からす

れば相当頑張ったなという部分が出るのかなと思いますけれども、行政サービス自体はその

サービスを受ける側、利用する側ですよね。市民の皆様の評価はどうであるかという部分が

非常に難しい部分が出るかなと思っております。 

昨年度は市長もよくご存じのように例の署名活動もあったりして、大変な市民の方たちの

運動もあったわけですよね。そうしたところを事業全体という目で見るよりも、市民サービ

スといいますか行政サービスのあり方として考えたときに、やっぱりそのそういう運動、私
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は市民運動が盛り上がっていくということは、いい方向であったなというふうには思ってお

ります。結果うんぬんではなくてですね。そういう面で評価をしていますけれども、それに

ついての市長のお考えを聞いて大綱質問を終わります。 

○市   長  大原運動公園の件でのその署名活動これらがございまして、私もそれにつ

いて特段何といいますか悪いことだとかは、それは市民の皆さんが市政に関心を持っていた

だくことは非常にいいことでありますので、そういう面では市民の皆さん方の中にもそうい

う芽が芽生えつつある、これは評価しようと思っています。 

ただ、ひとつ申し上げておきたいのは、一方的であり過ぎるということであります。説明

もほとんど聞いていない部分です。その署名活動に限って申し上げますと。皆さんと１回、

今年になってからそういう皆さん方からお寄りいただいて、お話合いをしたわけですけれど

も、全く検討外れ、的外れなことでそれぞれご質疑もあったわけであります。ですから、そ

ういうことを一番よくもっときちんと理解をしていただいた上で、それぞれやはり皆さんが

判断をしていただきたいと。一つの動きの中に付和雷同的に熱を上げるという、そういう風

潮というのは日本人にあるのでしょうけれども、そこはやはりちょっと危惧するところであ

りました。ただ、そういう運動があったということ自体は、私はそれは市民の皆さん方の市

政への関心の表れということで評価は申し上げたいと思っております。 

○牧野 晶君  毎年決算になるとやっているのですが、監査委員の方にお聞きしているわ

けですが、数年前に２人体制が３人になり、そのとき一番最初に私が聞いていたのは、それ

こそ２人が３人になるので今度は普通の数字の監査だけではなくてその他もできるのではな

いかというふうなことで、市長は人数を３人にしたわけです。その後にまた昨年の多分決算

だか予算のときに監査委員にも質問したところ、監査委員さんの方は３人になってもやっぱ

り数字が、数字の合わせはなかなかいろいろ多岐にあるのでなかなか。例えば今の監査とい

うのは、外部監査を求めたりとかも自治体によってはありますし、ただの数字の合わせだけ

ではなくて、ここをこうすれば要は効率的な行政ができるのではないか、そういうふうな観

点の視点も求められているわけです。けれど、昨年の答弁は本当にさっき言ったとおりのな

かなか数字の合わせで多かったということですが、今年はどうなったのかなと。２２年度は

どうだったのかなというのをちょっとひとつ聞かせていただきたいのですが。その中でまた

監査委員としていろいろな意見があると思うのですが、ここのところをやればもっと市の方

がよくなるのではないかとか、例えば改善していけばいいんじゃないかという、ここの文章

に出てきていないところもきっとどこかにあるのではないのかなという思いがあるのです。

そういうことを踏まえて、それこそ市長プラス職員への叱咤激励を込めて何か一言ございま

したらぜひよろしくお願いします。 

○監査委員  毎年、議員からお尋ねいただきますが、事務局体制も３人にしていただいて

本当によかったと思っております。特に毎月やっている現金出納検査等については、非常に

伝票等を細かくチェックしておりますし、なかなかボリュームがあるものですからあれを一

枚一枚みんなチェックするというのは本当に大変であります。その辺等の充実というか確実
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によくなったということと、併せてその援助団体と、あるいは定期監査はもちろんですけれ

ども各援助団体とか、学校とか保育園等もありますが非常に数が多いものですから、そうい

った面の監査はしたとしても、結局それをきちんと資料を求めて整理をして、それを報告し

なければならなりませんので、そういった面でとても２人事務局では今までなかなか大変だ

ったということで、３人になってから非常にその面はよくなったと思っています。 

ただ、私ども２２年度それ前からずっといろいろな投資的なもので幾つも大きな事業があ

りますけれども、そういった面については書類の監査だけであります。専門的な技術的なも

のを持った監査委員がいるわけでありませんので、設計とかそういった面に基づいてきちっ

と運ばれているかどうかというようなことは、これはそれこそ外部なり専門技術者に頼まな

ければ本来のところはできません。私どもが今やっている段階では書類監査のみというよう

なところであります。 

いずれにしても現在であっても非常に数が多くなっていますので、事務局員の手をいっぱ

い出していただいて間違いのない監査をやっていきたいと思っております。以上です。 

○牧野 晶君  非常にわかりやすい説明だったわけですが、今後可能であれば、定期監査

をおろそかにしてというのもちょっと言いづらい点もあるわけですが、例えばこうすれば効

率がよくなるのではないかというところにも目を光らせていっていただければなという思い

があります。 

また今度の決算の一年後ではなくて、予算のときでも３月のときでもやろうかなというふ

うな思いがありますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。 

○監査委員  言われることはわかりますけれども、やっていないものをこうすればいいと

か、ああすればいいとかというところまでは監査委員が口を出すところではないと思ってお

りますので、やった結果について間違いなく執行されているというところの評価を皆さんに

ご報告するということになろうかと思います。余り執行部のやる前に監査委員がああすれば

いい、こうすれなどという話は権限を越えていますので、そんなことでご理解いただきたい

と思っております。 

○牧野 晶君  ちょっと私が言っているのは、要は今までの経験をもとのことを伝えてい

くということで言っているので、そこのところ２４年度こうしたらいいのではないかという

ことを先走ってということではなくて、また数字のあれだけではなくてそういう点にも目を

光らせていただければということを言っています。 

 また、市長の方にちょっと今度は一回振ってみたいという思いがあるわけですが、それこ

そ中には外部監査等をしている自治体とかもあります。確かに外部監査をするともう１,５０

０万円とか２,０００万円とか３,０００万円という非常に多大な金額がかかるので、市長の方

は一人増員して、その中でまたいろいろな視点で頑張ってくださいというエールを込めてや

ったわけですが、ちょっと監査委員の話を聞いていますと、要は数字については合わせはや

りやすいけれども、まだまだちょっと足りないところが、足りないというか実際のところ執

行に当たってのチェックとかやっぱり今求められている点があるわけですけれど、そういう
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ところのカバーをではどういうふうにしていくのかについて。市長は市長で議会というチェ

ック機関があると同時に思いがあると思いますが、監査というまたチェック機関もあります

が、また先進事例の自治体だってあるわけですよね。監査するに当たっての、外部をやった

り。そういうところを今の答弁やまたいろいろなところを見て、今思っていることがあれば

よろしくお願いいたします。 

○市   長  人員的なものが何名が適当かというのは、これはなかなかお互いそれぞれ

あると思います。ですから、それはそれとして、外部監査を取り入れなければならない必然

性というのは、私は今の廣井代表監査委員をはじめとして議会選出の監査委員の方、関さん

と、あとは加藤局長以下３名ですか、この皆さん方が非常に優秀でありますから、外部監査

に頼らなければならないというところは全く見当たるということが私はないと思っておりま

す。 

先ほど代表監査委員が申し上げた技術的、いわゆるこの学校の設計をするに対してはどう

だこうだと、これは別に外部監査の問題ではありませんのでね。ですから、今の私どもが監

査をしていただいている中で、外部監査を導入しなければならないという必然性は今のとこ

ろないというふうに思っております。 

○山田 勝君  寺口議員の質問で私の質問は終わったのかなと思ったのですが。平成２２

年度の一般会計を組む段階で、市長は所信表明の中で５本の柱を政策として掲げました。雇

用景気金融対策、二つ目、子育て環境の充実、三つ目、教育環境の充実、四つ目、コミュニ

ティ活動の推進、五つ目、財政の健全化。こういったことで５本の柱を政策としてこれで一

般会計をやっていくのだという強い方針を、ここに平成２２年の３月のときに示したわけで

す。 

今回、所信表明で決算のところをみますと、この５本の柱についてトータルの評価として

の市長の意見がどこにもなかったのですね。これはやはり政策として５本掲げた以上は、ト

ータル評価を所信表明の中で述べるべきだったのではないかなと思うのですがいかがですか。 

○市   長  私の考え方はこの決算というよりは、例えば２２年度の所信表明、これは

２１年度この反省も踏まえながら所信を申し上げるわけですし、２２年度の当面する課題、

取り組むべき課題を申し上げるわけであります。２３年度の項目ごとに入れてありますかど

うかは別にして、２３年度の所信表明の中でこういうことについては触れてあったような気

がしますけれどもちょっと今私がわかりません。 

これは監査のときに述べるべきことであるかどうかは別にいたしまして、特に私がそうい

う意識がなかったものですから申し上げてはおりませんが、先ほどの提案理由の中にこの部

分がどうだこうだということではないですけれども、愛プロジェクト事業、それから子ども

児童福祉関係、それから教育関係、五十沢地区とか塩沢給食センターとか、こういうことで

それぞれ述べたことであります。この評価について私が決算の中で申し上げることではない

というような気がしますけれども、それがもし、議会の皆さん方がいやそうでなくて、その

ときにやはり自分自身の評価としてこういうところにもきちんと思いを述べるべきだという



 - 38 -

ことであれば、それはまたそういうふうに取り組ませていただきますが、そんなつもりで私

はおりましたので。 

○山田 勝君  所信表明の中で、次に平成２２年度決算及び財政執行状況についてであり

ますと入りまして、一般会計決算につきましてはともういきなり数字になっているのです。

数字が終わったら今度は病院事業会計うんぬんと。やはりここには政策の表現があってしか

るべきだなと私は思うのですが、もう一度いかがでしょう。 

○市   長  そういうご意見であればまたそれはしますが、先ほど触れましたように自

身の政策について自身が述べる立場では普通はないという考え方が私にありましたので、そ

れはそれぞれ皆さん方からまたご判断、あるいは監査委員の方々から、議会の皆さんから、

市民の皆さん方からご判断をいただくものという頭が非常にあったということであります。 

○阿部久夫君  １点お聞きいたします。予算の執行率についてでございます。せっかく２

２年度の予算が３６１億９,０１８万円となっているのですが、その執行率が歳出の方につい

ては９３.６パーセントと。せっかく２２年度のその予算を上げながら執行率が９３.６という

ことになると、私が個人的に考えますとなんかこう低いような感じがするのですが、最低で

も９７～９８ぐらいやっぱりせっかく上げた予算なのだから、そのぐらい執行していただき

たいなと思ったのです。この９３.６という数字はどのように評価されるのか１点お願いしま

す。 

○市   長  この数値、極端に５０だ６０だということは別ですけれども、私は当初予

算にあげて、それから調定をして、当初予算対執行額が執行率でしょうから。当初予算の中

で見込んだもの、収入、支出どちらもそうですけれども、やはり職員が財政健全化というこ

ともありますし経費の節減、最小の費用で最大の効果ということを意識したその結果だと思

っております。執行率が低いからそうだ、ちょっとおかしいということではなくて、こうい

うことをやりたくて、こういうものを作りたかったけれどもそれができなかったと、これは

まずいのです。それはまずいのですけれども、いろいろ工夫をして歳出を減らしたというふ

うにご理解いただければ、ご納得いただけるかと思いますがそういうふうにお考えいただけ

ればと思います。 

○阿部久夫君  市長が言うことは当然だと思いますけれども、私が一番懸念するのはその

中にあがっています、歳出の中でも地場産業振興事業ですね。これは地域のいろいろの方が

少しでもこういった予算をあげて、少しでも地域の活性化を図る、またこうしてやっていき

たいという事業が相当あるわけだけれども、中に伝票整理だとか経理事務がなかなか大変だ

ということでなかなか手が出せないと、そういうどこもあるのですよ。そういった事務伝票

整理が非常に大変だなと、それはいやだと、やめたという話も聞きます。そういったせっか

くこの地域を挙げてやっていこうという何でもあるわけでありますけれども、そこら辺、地

場産業なんかが執行率がどの程度になっているのか。その点、２点についてちょっとお聞き

いたしますが。 

○市   長  地場産業という表現でありますけれども、どこを指すのかちょっとまたわ
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かりませんが。手続上の問題というのは常に、一応公金を扱う立場でありますのでいろいろ

問題にはなります。ただ、過度に難しいことを記入させたりということは極力省いて、簡潔

で明瞭にということは心がけているつもりでありますが、もし何か具体的にこういうことが

あったよということがあったらまたお知らせをいただきたいと思います。 

今おっしゃったその地場産業の部分での執行率となると、何を指すかちょっとわからない

ので、ここで今執行率がどうということはちょっと申し上げられませんけれども、また具体

的なことがありましたらお願い申し上げたいと思います。極力、簡素化はしてまいるつもり

であります。 

○阿部久夫君  いつもそういうふうに簡素化して、できるだけ使い勝手がよかったと言わ

れようにやっていただきたい。それこそこうしてせっかく予算を計上しているにも関わらず

なかなかこれが全部使われていなかったということは、ただ、お金を残せばいいということ

ではなくて、本当に地域で盛り上がったと。そういうふうなかたちできちんとした対応をし

ていただきたい。とにかくこの伝票整理やそれらはできるだけ簡素化していただきたいと、

今後そのようにまたお願いして終わります。 

○総務部長  今ほど市長がおっしゃったような簡素化については十分気をつけていくつも

りであります。それはそれといたしまして執行率が歳出合計で９３.６になっておりますけれ

ども、これは繰越しが１６億円もありますので、例えば議員おっしゃる７款あたりですと執

行率が７４.７と法外もなく低くなっておりますが、これは繰越しの分が入ってということで

ご理解いただきたいと思います。これをしたということにしますと、おおむね９８パーセン

ト程度の執行率になるということでございますのでよろしくお願いいたします。以上でござ

います。 

○腰越 晃君  前々者の関連になりますけれども、やっぱり大綱という意味でみていて思

うのは、懸案の５事業につては所定の効果を、目的を達したと。特に財政健全化計画５カ年

これを１０３パーセント、７３億円の実績を出したということは評価に値すると思います。

個人的には何より野世ヶ原公共用地これを整理したということ、これは本当に高く評価して

おります。また、城内病院の特別会計化これについても英断をもって実行したということも

評価しております。そういうことをやりながらこういう結果になったということについては、

市長並びに執行当局の一つの成果として賞賛いたします。 

ただ、一つ私、指標の中で気になっている数値があるのが、いわずもがなですが財政力指

数の問題です。基準財政収入額というのを上げていくのはこれは大変な仕事でありまして、

税の収納率をアップすることももちろんですが、やはり仕事のある町、稼げる町というそう

いう方向で進めていかないと、なかなか財政力指数は上がってこない、そのように思うわけ

であります。 

そうしたところで非常に大ざっぱな質問になりますけれども、市長、この財政力指数をど

のように考えておられるか。現状は毎年毎年下がってきておりますけれども、もうこれから

はＶターンで上げていこうというようにお考えであれば、その基本的な考え方をお聞きした
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いと思います。 

○市   長  財政力指数が２１年度比でまた下がった。これについてはここに原因が述

べてありますように、市税の減収ということが一番でありまして、まさにできればこれを１

にもっていくと。これが一番の目標ではありますけれども、なかなかそこにはいかないとい

うことであります。やっぱりここを強化するということは、とりもなおさず市税が増えると

いうことでありますから、まずは。増やすためには事業所も企業も立地していただいて、働

く人がここで増える、これに尽きるわけでありまして、そのための施策をやらなければなら

ない。 

ただ、前々から申し上げておりますように、大規模な工場団地造成とかそういうことはも

うやりませんと。知識集約型、知能集約型のでき得れば企業、技術も集約型ですね、そうい

うことをもってきたいということで、これは偶然といえば偶然でありましたが、コパルさん

についてはこれは本当に非常にありがたいことだと思っております。 

今やはり一番目指すべき部分は、基幹病院を中心にしたプロジェクトでありまして、健康

関連産業ここが私は一番のこれから力を入れていくべき分野だと。それから教育も同じであ

りますけれども、国際大学をとにかく学部制を何とか実現してもらいたいということで一生

懸命、取り組んでいるわけですけれども。そう簡単にはいきませんけれども、その実現とか

そういうことをきちんと実行していくことこそが財政力指数のアップにもつながりますし、

他の財政指標の何といいますかアップにつながっていくもの。財政力がつく、そこがもとで

ありますので、そういうことを中心にやっていかなければならない。ＩターンでもＵターン

でも何でもいいのです。Ｊターンでも何でも結構ですけれど、とにかくここに人が大勢いて

働いてもらうと。働く場所がある、このことだと思っております。 

農業関係も先般触れましたように、非常にお米等も厳しい状況でありますが、やはり今こ

こで南魚沼産とか魚沼、これは食品関連に関してはものすごい効果を持っています。八海山

も鶴齢も高千代もそうです。こういう我々が抱えている享受していただいているすばらしい

そのブランドがあるわけですので、これをうまく生かして全国に売り込めば非常に大きなも

のになる。あるメーカーはやっぱりここで、この水で南魚沼のコシヒカリが育っていると。

その水を精製して飲料水として販売していこうということで、もう実際に動き始めておりま

すけれども。これをできれば今度は水の製造過程までこっちの方に立地をしていただくとい

うような要望も今、しております。 

そういうことも含めて今あるブランドを非常に生かせる、特に食品関係、健康関連関係に

ついてはすごくレベルの高い部分のものがあるということを私も実感しましたので、そうい

うことを中心に一生懸命、売り込みを図りながら財政力の強化に努めてまいりたいと思って

おります。 

○岩野 松君  今日のいろいろの話を聞きながらあれしたのですが、健全財政の方向には

非常に頑張っているという、しかも不納額も減らしたということは大変な努力をされたとい

うふうに思っております。ただ、不納額を減らすために市長はいつも剥いてもはいでもとい
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う言い方をしますが、そういうことがないようなことは一言お願いしたいと思います。 

そして、今ほどの前者からも財政力指数の話が出ました。私は今市長の答弁を聞きながら

積極的ないろいろな収入を図ることによって財政力指数を上げる、これが一番私はいい結果

だとも思っておりますけれども、予算規模全体が減った場合は財政力指数というのは上向き

になるかどうかというのもちょっと聞きたかったのです。 

それと市長の先ほどの答弁というか話の中に、最初の方の話と関連した中で、署名活動の

うんぬんが出ました。署名活動をすることはいいことだけれども、運動している人たちが、

というような話がありましたが、私、今回の水害で非常にそれを顕著に感じたのですが、十

二沢界隈の市街地では２７日から浸水状況が始まって大変な状況だったのですが、何回も上

がりました。そういう中で回っていって聞こえるのは、最初の７日、８日ごろにとにかく役

場の人に来て見てもらいたいという思いが非常に強かったのですけれども、来てもらえない

という不満と、最後に出てくるのはこれだけの水害になって大変なことで、だから一日も早

くここを早くしてもらいたいのだという声もありました。そしてその最後に出るのが「だか

ら野球場はいらないのだけれども、もうやめるのだろうな」という話が本当にいろいろな方

から聞かれました。 

そしてそのあと２９日、３０日と今度は山地の非常なところをその後回っていく中でも、

そういう声を大勢の方からお聞きしました。私それをどうこうと今、それを言おうというの

ではないのですけれども、やはりいろいろな中でむだ遣いのスター的な南魚沼市の中では、

市民が扱っているのではないかという認識を市長にしてもらいたいと思って、今発言したの

です。よろしくお願いします。 

○市   長  細かなことが必要であれば財政課長から説明させますが、要は入れるもの

は入れて、一切支出しなければ財政力指数なんて１０にも２０にもなりますよ。そういうこ

とではないのです。ですから、財政力指数がそれは低いのは財政的には硬直化しているとい

う意味でありますが、非常に幅広く市民の皆さんにいろいろサービスもしているということ

もそういう裏面から見取っていただきたいと思います。何でもかんでも全部まいてしまえと

いう、そういう意味ではありませんよ。ですから、詳しい計算式等はこれから財政課長に説

明させますので。 

 十二沢川が何で野球場につながるのですか。ですから、そういう話をされたときに、議会

の皆さん方も責任を持ってそういうことではないと。では例えば十二沢川を改修するために

市が何のお金を出すのですか。野球場はやめたからここへお金がいくのですか。そういうふ

うに短絡的に全部結びつけて署名活動をやったり、それを真に受けて署名をしたりした人が

いっぱいいたので、付和雷同的な部分は慎んでもらいたいと、そういうことを申し上げたの

です。 

今の水害がではこれだけの水害が起きて、この復旧を野球場を建設しなければならないた

めにやめるなどとは言っていませんよ、全部やりますから。その上で、野球場建設もやりま

しょうと言っているわけですから何の関連もありません。そこを岩野さん、よくお願いして
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おきますが、あなたがそういうことを聞いたら、いやそうではないと。こういうことなのだ

からと。いや、それでも反対という人はそれで結構であります。今そうでない部分が非常に

多いのです。いろいろ投稿したりという部分につきましても。もう、まさにむだだ、むだだ

と。まだ支出もしていないのですから、それで財政が悪くなっているとか、あるいは今言っ

たようにそれでほかの事業が遅れるとか、全くそういうことはありませんから。あったらお

っしゃってください。 

これから本当に議会の皆さん、岩野さんばかりではなくてお願いしておきますけれども、

そういう話があるときは即座に否定すべきものは否定していってください。それをまたうわ

さとして広げるというのは絶対だめですよ。議会議員の責任としてやっぱりそれはおかしい。

流木が橋につっかえてそれを片付けなければならない。市長はそんなものは自分で片付けろ

と言ったということを言っている議員がいたのです。それがまたすぐこちらへ入ってきて、

誰だかわかっているのですよ。そういうまさに流言飛語これを飛ばすもとにならないように

ひとつよろしくお願い申し上げます。 

○議   長  申し上げます。大綱質疑でございます。詳細につきましては担当課に後日

行って、確認する事項がありましたらひとつそのようにお願いいたします。また、いま一度

申し上げますが、国会の予算委員会ではございません。議題外にわたりまたその範囲を超え

てはならないというのが当議会の議会規則に謳ってあります。その辺もひとつ順守をお願い

いたします。 

○岩野 松君  注意を受けましたので、ということでありますけれども、一つだけ私その

流言飛語ということばもありますからこれとは関係ないかもしれませんけれども、やはり市

民、住民は所得税を払うのも住民税を払うのもみんな税金という見方ですので、そういう中

でむだ遣いは困るという考え方の発想であるということも認識していただきたいという意味

で発言しました。以上です。 

○市   長  そういうことは十分認識をしながら、市政の執行に当たっているつもりで

あります。皆さんからいただいた税金が全てでありますから、それを個人のまあまあ思いの

ために使うとか、あるいはむだに使うとかということは厳に慎まなければならないと、そう

いうふうに日々戒めながら今を生きていると思っておりますので、よろしくご理解いただき

たいと思います。 

○岡村雅夫君  総括、大綱質疑的でない部分にちょっと触れるかもわかりませんが。前段

で説明の中でお話がありました公社の土地買戻しのこの件について、ちょっと姿勢をひとつ

伺っておきたいなというふうに思います。説明では将来的負担を減ずる措置を講じることが

できたと、こういうことであります。しかし、私はこれを大変な税金を使って、一般会計を

使って買い戻したわけでありますので、やっぱりそれを利用計画を持つ考えをまず持たない

と、先般お話がありましたように、とても簿価などというわけにはいかないが買ってもらえ

る人がいればというようなことを、公然と言われているわけであります。 

私はやはり市民の一つの財産としていろいろ考えてみたが、やっぱりだめだったとかとい
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うそのプロセスがひとつ欲しいと思うのです。そういったことで買戻しをして、その利息を

払わなくて済んだからいいのだと。そうするとあと財産は処分しただけ一般会計に得になる

のだという論理だけでは、いかがなものかなというふうに私は思うのですが、その辺ひとつ

考え方をお聞きしていきたいと思います。 

 それと財政力指数にちょっと関係をするのですけれども、市税があるいは収入未済額です

ね、１５億５,０００万円近いという報告ですが、それを法的措置をというようなかたちで徴

収に向けて頑張りたいと、こういうようなお話です。かなりこの額は、私たちは内容はわか

りませんので本当に大口というのがいっぱいあって、積み重なってこの１５億円というのが

あるのか、要するに言われる能力があって払う意思がないというような人ばかりではないと

私は思うのです。 

その辺の内容からしてみてこれは少しやっぱり無理がきているなと。一般財源としては実

質公債費比率も減ってこう好転してきているけれども、市民は何ぞやとそういった感覚でと

らえておられるかどうか。その悪質な人とはまた別に、私はその辺をひとつきちんとどうと

らえているのかお聞きしたいなというふうに思います。 

要するに収入が落ちているのですよ、一般の人は。そこを加味してどういった方向性をこ

れから作っていくかというあたりが、私は決算に当たってのこれからの計画を立てる大きな

過程をここで踏まなければならないなというふうに思っていますが、いかがでしょうか。 

○市   長  土地開発公社から買い戻した土地につきまして利用計画というお話ですが、

利用計画は立てても全く砂上の楼閣、絵に描いた餅であります、今は。全くそれは機能しま

せん。ですから、要は購買了承ということで常に出すわけですけれども、今のところなかな

かそれは買手が付きません。 

では、例えば私たちが利用計画を作って、例えば野世ヶ原にどういう利用計画が作れるか

といいますと、市で利用計画を作るというのはただ桑園にしておけとかそういうことではあ

りませんから、どういうことをやろうかということでしょう。それは市として今、工場団地

の造成とかというそういうふうな土地でもありませんし場所でもないわけですので、利用計

画そのものはここは立たないのです。立てられません。また、市として何か今後、利用計画

が出てくれば別ですけれども、今、市としてここをどういうふうに利用していこうという計

画は持っていません。 

ですので、私も買い戻した額で売れてもらうのが一番ですけれども、決してただもう幾ら

でも売れてしまえばあとは特だなどという考えは持っていませんから、３億円、４億円かけ

て買い戻した土地でありますから、できればそれだけのお金が入るか、あるいはそれを譲渡

したあとにそういう効果を生むかということはやっぱり一番念頭に考えなければならないわ

けであります。 

まだ残っております長森については、今一応協議中でありますけれども、これもなかなか

やはり簿価というわけにはまいらない。ですので、どこまでどうできるかということで協議

中でありますけれども、いずれにしても今何か自治体で土地利用計画を立ててそこに呼び込
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むということは、もう基幹病院のあの部分ぐらいであればこれはきちんとやります。やって

も需要はあると思うのです。けれども、ほかの部分でなかなかその計画は立ちませんので、

利用計画はちょっとご勘弁いただきたいと思いますけれども、いずれにしてもとにかくなる

べくむだのないようなかたちで売却ができればと思って日々――日々でもないか、そう毎日

でもないですけれども一生懸命、考えたり折衝したりしているところであります。 

 滞納につきましては前にもちょっと申し上げましたけれども、やっぱり大口があるのです。

一つではありませんけれども。先ほどもちょっと触れましたように、そこがもう厳然と営業

活動もやってちゃんとやっているのですね。だけれども、今までの部分が余りにも多過ぎて

それが追いついていかないのです。ですから、例えば差押えをしてもう営業ができないよう

にして財産を処分してくださいと言っても、これは前々から言っていますけれども、いろい

ろな部分が入っていますので、市税として入ってくる分はまずそうないだろうということで。

悪質ではないのです。一生懸命やっていただいて、ですから計画納税的なこともやっていた

だいておりますので、悪質ではありませんけれども、そういう悪循環を生んでいる部分では

あります。 

 それからさっき岩野議員がおっしゃったように私どもが、そのない、そして誠実にやって

いる方で、本当に今はどうしようもないと。これを剥いてもはいでもなどということはでき

るはずもありませんし、するつもりもございませんので、このことはひとつご理解いただき

たいと思っております。 

この滞納部分がどこでどう減らせるか。例えばこれを数値的に処理しようと思って欠損な

んぞにすれば、これこそまた大変な不公平が生まれますので、粘り強く少しずつでもいただ

いていくというかたちを今はとらざるを得ないと思っております。いずれやっぱりそれをき

ちんと減額していってもらいたいと思って、納税計画なんかもそういうことを加味しなら、

ご本人とよく話をしながらやっているところであります。おおむね納税計画どおりのことは

やっていただいているにしても、さっきもちょっと触れましたように当年度発生する部分が

またそこに上乗せになるというそういう若干の部分がありますが、いずれにしても税務課の

方で本当に一生懸命、取り組んでいるということだけはご理解いただきたいと思います。 

○岡村雅夫君  前段の公社の買取り土地については、これから買取りしたとしても購買と、

売っていくと、こういった姿勢ですね。私この議場での議論でも八幡保育園の絡みで八幡の

郵便局跡地がどうなるかとかそういった検討とか、あるいは私は野世ヶ原であったら周囲を

取り巻いたかたち、周辺の方々を取り巻いたかたちでのいやしの場所とかというようなかた

ちが――まあまあ堀之内あたりへ行くと月岡公園というのがありますが、一面芝生ですよね。

そうしてゴルフ場が一つあってとかそんな感じになっていますが、あとテニスコートとかね。

そういったかたちでやっぱりいろいろ考えてみて、結果やっぱりまあ無理があるなというこ

とで、それなりに利用していただける方がいるのかという段階をやっぱり踏んでいただきた

いなというふうに思います。 

長森の運動公園なんかもやっぱりあれだけ広大な土地が、もとに戻るのだからいいじゃな
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いかなどという話が裏で聞こえますけれども、せっかくのものをやっぱりそういうところこ

そ優秀な職員が大勢いるわけでありますので、私は買う役だけではなくて、買って売る役で

すなどと言っている話ではなくて、やっぱりそこで知恵を出していただく部分というのはあ

るのではないかなという。それは一つのプロセスであって、そういう訓練をしていくことに

よってどういった地域づくりをしていこうかとか、あるいは観光に利用できるかどうかとか

という話になっていくのではないかなというふうに考えて一言お聞きしました。 

それで、市税については多分固定資産税が大半の大口だと私は思っています。そうした中

でそればかりではなくて、やはり財政というか実質公債費比率が市自体はよくなってきてい

るという中で、どういった状況で滞納が改善されていかないのかというあたりを、やっぱり

くんで何らかの軽減措置なり、あるいは要するに全体に所得が落ちてきているわけですから、

何らかの方法というのがあるとするならば、下げていくべきものは下げるということが必要

ではないかということを申し上げたかったわけであります。以上です。 

○議   長  答弁はいいのですね。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって平成２２年度南魚沼市一般会計決算全般に対する大綱質疑を

終わります。 

○議   長  歳入の説明を求めます。 

○市民生活部長  それでは決算書１７ページ、１８ページから説明させていただきますの

でよろしくお願いいたします。１款１項１目市民税個人分でございますが、収入済額が前年

度比、１億９,５０４万円減の２０億２,４６４万円ほどとなりました。不納欠損額は前年度比、

１７４万円増の３４１万円となりました。収入未済額は前年度比、１００万円減の２億９４

７万円ほどとなりました。収納率では０.８ポイント減の９０.５パーセントでございます。 

 次に２目法人分でございますけれども、収入済額が前年度比、８,８０２万円増の６億６,

４３６万円ほどでございます。不納欠損額は前年度比、１３１万円増の２８７万円ほどでご

ざいます。収入未済額では前年度比、１,０１０万円減の１,６４７万円ほどでございます。収

納率では１.９ポイント増の９７.２パーセントとなりました。 

 法人市民税では前年度比全体で１５.３パーセント、現年課税分で１３.８パーセントの増額

と上向いておりますが、平成２３年度今の状態を見ますと、また２０年度の状況に戻って落

ち込んでいるようでございますので、今後の動向を注視していきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

 市民税の合計では収入済額が前年度比、１億７０２万円、３.８パーセント減、２６億８,

９００万円となりました。不納欠損額は前年度比、３０５万円、９４.０パーセント増の６２

８万円ほどでございます。収入未済額では前年度比、１,１１０万円、４.７パーセント減の２

億２,５９４万円ほどでございます。収納率では前年度と同じ９２.１パーセントとなりました。 

 ２項１目固定資産税でございますが、収入済額は前年度比、８７３万円減の４１億４,３１
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８万円ほどでございます。不納欠損額は前年度比、２,８２９万円減の４,９００万円ほどでご

ざいます。収入未済額は前年度比、３,７４６万円増の１２億５,４４９万円ほどでございます。

収納率では０.１ポイント減の７６.１パーセントとなっております。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金でありますが、これにつきましては国県に対して固定資

産税を課すことができないために、そのかわりとして交付されてくる税源でございます。交

付対象となるのは官公署の建物・土地等でございます。収入済額は前年度比較で５４万円減

の２,３２６万円ほどでございます。 

 ３項１目軽自動車税でありますが、収入済額は前年度比、３５２万円増の１億５,３７３万

円ほどでございます。不納欠損額は前年度比、２万円減の２７万円ほどでございます。収入

未済額では前年度比、６万円減の１,０９１万円ほどでございます。収納率は０.２ポイント増

の９３.２パーセントとなっております。これにつきましてはエコカー減税だとか燃費等の関

係から近年、増えているというふうな状況でございまして、前年度より７８８台増加となっ

ております。 

 １９、２０ページの方をお願いいたします。４項１目市たばこ税でございますが、収入済

額前年度比、５,１０６万円、１２.４パーセント減の３億６,０９３万円ほどでございます。

たばこ税につきましては昨年１０月から値上げがありましたし、また喫煙できる場所が狭く

なっているというふうなことで喫煙者が減少しているというふうなことでございます。 

 ５項１目特別土地保有税でございますが、これにつきましては昭和４８年度に創設されま

したけれども、平成１５年度からは新たな課税がなくなったというふうな税目でございまし

て、収入済額は今回ございませんでした。不納欠損額１１万円、収入未済額が１３９万円ほ

どでございます。 

 ６項１目入湯税でございますが、収入済額は前年度比、５８１万円減の３,６８２万円ほど

でございます。収入未済額では前年度比、６５万円増の２３５万円ほどでございます。収納

率が２.２ポイント減の９４.０パーセントとなっております。この入湯税につきましては、２

１年度「天地人」の関係もあって少し上向いたところでございますが、２２年度はまた厳し

い状況に戻っているというふうな状況でございます。 

 ７項１目都市計画税でございますが、収入済額は前年度比、２６５万円減の１億３,７７８

万円ほどでございます。不納欠損額は前年度比、８１万円減の１８９万円ほどです。収入未

済額では前年度比、２７万円減の５,４０６万円ほどでございます。収納率は前年と同じく７

１.１パーセントでございました。ここまでの７税目における現年課税分の収納率につきまし

ては、前年度比較で０.３ポイント増の９７.０パーセントでございます。滞納繰越分の収納率

につきましては、前年度比、０.３ポイント増加の９.６パーセントとなっております。併せて

現年課税分、滞納繰越分を併せた収納率につきましては、前年度比較で０.４ポイント減の８

２.４パーセントとなったところでございます。 

 いつも言われているのですが、県内で県の平均は９２.９パーセントというふうなことで、

市では８２.４パーセントということでございます。県内最高では刈羽村が９９.３パーセント、



 - 47 -

最低は妙高市が６７.５パーセントというふうな状況でございます。 

 平成２２年度の徴収実績でございますが、収納嘱託員それから東京事務所職員併せて前年

度比較で４,１９３万円増えまして、１億６,３５５万円というふうな実績を上げております。

大変、徴収環境が厳しい中、増額に持ち込んだことについては、私としては評価したいとい

うふうに考えているところでございます。 

先ほども話がありましたけれども、収入未済額については前年度比、２,６５７万円の増と

なりましたけれども、不能欠損額については逆に２,５９５万円の減となったというふうなこ

とで、この辺も頑張った部分ではないかというふうに思っているところでございます。大変

厳しい状況の中でございますが、収納嘱託員それから徴収活動を継続するとともに、コンビ

ニ収納だとか県の徴収機構との連携、それから納税相談はこまめにやるとかというふうなこ

とで、滞納額の縮減に向けて取り組んでまいりたいというふうに思っているところでござい

ます。以上で１款の市税に対する説明を終了いたします。 

○総務部長  続きまして２１ページ、２２ページ、２款地方譲与税、第１項地方揮発油譲

与税からご説明を申し上げます。 

 １目地方揮発油譲与税は、平成２１年４月１日、道路特定財源制度廃止で名称が改称され

たものでございます。決算額１億８４２万円ほどでありますが、地方揮発油譲与税法で市道

の延長と面積により按分され譲与されるものでございます。 

 ２項自動車重量譲与税では、収入されたもののうち３分の１ほどが市道延長と面積により

按分譲与されるものでありますが、２億５,９９７万円ほどの決算であり、昨年に比べ１,５５

６万円ほどの減でございます。 

 ３項地方道路譲与税は２６万円ほどでございますが、先ほど申し上げましたように税制が

改められましたので、改正以前の分の譲与の分でございます。 

 ３款１項１目利子割交付金でありますが、利子課税５パーセント相当が県税として徴収を

されますが、その大部分が個人県民税の収入割合で市町村に交付されるものでございます。

前年度比、２１１万円ほどの減で２,３２３万円ほどでございます。 

 ２３ページ、２４ページでございます。４款１項１目配当割交付金では、配当課税の３パ

ーセントが県税として収入をされ、そのうちから交付になるものですが、昨年度に比べまし

て１２９万円ほどの増で８２４万円の決算でございます。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金では、これも３パーセントが県税として収入され、

そのうちから交付されるものでございますが、前年度に比べ１８万円減の２７３万円ほどで

ございます。 

 ６款地方消費税交付金でございますが、地方分の２分の１が人口と従業者数割合で交付さ

れますが、決算額６億６９８万円ほどで前年度より１０４万円の減額でございます。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金では、ハイブリッド、電気自動車などの特例減税の関係

もありまして、前年度に比し１,１０５万円ほどの減で８,６２３万円ほどでございます。 

 ２５ページ、２６ページをお願いします。８款地方特例交付金では、１項の地方特例交付
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金が備考上段の減収補てん特例交付金これは住宅ローンの控除による減収分、それから自動

車の取得税の税率軽減分措置で４,３４３万円でございまして、下段は平成１８年度から児童

手当拡充による地方負担の対応で子ども手当――今回子ども手当になりますが――の特例交

付金６,３３８万円ほどであります。決算額は１億６８１万円ほどであり、３,９２２万円ほど

の増というふうになっております。 

なお、前年度にありました特別交付金につきましては、恒久減税に伴う減収補てん分が、

２１年度限りの経過措置でございまして１,３５６万円ほどが皆減となっております。 

９款地方交付税でございますが、備考欄にございますように普通交付税で９５億９,４３３

万６,０００円、特別地方交付税で１１億８,９９５万３,０００円、合計で１０７億８,４２８

万円ほどであり、前年度に比べ５億１,４８１万円ほどの増になっております。 

１０款交通反則金を交通事故発生件数、道路延長などで交付をします交通安全対策特別交

付金では、前年度に比べ３７万円ほどの減で９６２万円の収入でございます。 

１１款分担金及び負担金ですが、１項の分担金、１目の備考欄、林道整備事業分担金は前

年度と比べ１９万円ほどの減でございます。 

２７、２８をお願いします。２目の土木費分担金では備考欄、一番上の道路整備事業分担

金が６４７万円ほどの減で、全体では前年度より６７８万円ほどの減で下段の４,６１７万円

余りとなりました。 

２項の負担金では、１目の民生費負担金で保育園入園費負担金、児童数減などにより６１

３万円ほどの減の４億８,５９１万円余りとなっております。不納欠損額につきましては入園

費負担金などの時効によるものでございます。収入未済額２,３８３万円ほどにつきましては、

保育園入園費負担金が主でございます。 

２目教育費負担金につきましては、昨年度とほぼ同額でございます。 

２９、３０をお願いします。１２款使用料及び手数料、１項使用料の部分であります。大

きな増減があったところでは、２目の衛生費使用料７３７万円ほど減の９,５３９万円余りに。

１節の保健衛生費使用料の休日救急診療所収入の窓口分、保険分の減。それから３節の清掃

使用料で、浄化槽汚泥等処理場使用料が減の主因でございます。４目商工使用料では２８０

万円余りでありますが、兼続公伝世館の使用料が１,４３２万円ほど減となったものでござい

ます。 

５目土木使用料では１億４８万円余りの収入でございますけれども、主なものは３１、３

２ページをお願いいたします。４節住宅使用料であります。収入未済額が１,５０９万円余り

発生しておりますが、これは主として住宅使用料でございます。 

６目教育使用料では前年度より５０万円ほどの減でありますが、２,２３６万円ほどの収入

でございます。主に教員住宅使用料と幼稚園保育料の部分の収入でありますが、滞納繰越収

入がありまして収入未済額が７万円ほどでございます。 

２項の手数料でございます。１目総務手数料、次の３３、３４をお願いいたします。２目

民生手数料はそれぞれ前年度と同じでございますが、３目衛生手数料でし尿汲取手数料が４
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３８万円余りの減、可燃ごみ処理手数料の方で１,６０３万円ほどの増がありまして、前年度

に比べ１,１０２万円ほどの増の３億１,９２２万円余りの収入となったものでございます。こ

こでは４８万円余りの収入未済額が発生しておりますし、不納欠損としてし尿処理手数料３

万９,６００円の処理をさせていただいております。 

４目農林水産業手数料では、昨年とほぼ同額の収入でございます。 

３５、３６ページをお願いいたします。５目土木手数料４８万円ほどは、２８万円余りの

増でありますが、開発行為許可手数料、許可申請手数料等の増によるものでございます。 

６目は大きな変化はございませんが、７目の教育手数料が県からの移譲事務として美術刀

剣類製作承認手数料３件分の皆増でございます。 

１３款国庫支出金に移らせていただきます。１項１目民生費国庫負担金では、１５億２,８

６０万円ほどでありまして前年度に比べ６億７,７７８万円ほどの増であります。１節の社会

福祉費国庫負担金で、２行目生活保護費負担金が４,０５１万円ほどの増、その下の特別障害

者手当等給付金の部分は６２３万円ほどの減ですが、下の障害者自立支援給付費の部分が２,

１９１万円余りの増でありますし、２節の児童福祉費国庫負担金では、次の３７、３８をお

願いいたします。子ども手当国庫負担金７億８,４７３万円ほどの増が主な要因でございます。 

２目教育費国庫負担金では、五十沢地区小学校統合事業負担金１,２１８万円の増となって

３,６５４万円ほどでございます。 

３７、３８ページをお願いいたします。２項国庫補助金でございます。１目総務費国庫補

助金は１３億６７１万円ほどでありまして、前年度より２億３,７４６万円ほどの減で、主に

備考欄記載の地域活性化関連の臨時交付金並びに定額給付金事業の皆減の部分でございます。

収入未済額１億６,３９２万円余りは、きめ細かな交付金、地方道路交付金などを繰越明許と

させていただいたものでございます。 

３９、４０ページでございます。２目民生費国庫補助金でありますが、４０９万円ほどの

増で６,８５３万円ほどであります。それぞれ備考欄記載の部分の出入りの関係がございます

が、主たる出入りの関係が主たる増加要因になっております。 

３目衛生費国庫補助金６０２万円余りの増であり、４,４８８万円ほどでございますが、循

環型社会形成推進交付金で９０３万円ほどの増、感染症予防事業の部分で５４７万円ほどの

減でございます。 

４目土木費国庫補助金では、前年度に比べ１億４０４万円ほどの増の６億４５万円ほどで

ありまして、主に地方道路交付金の増、まちづくり交付金の減、地域住宅交付金の増による

ものでございます。ここでは地方道路交付金で１億３,０５１万円ほどの繰越明許とさせてい

ただいております。 

４１、４２をお願いいたします。５目消防費国庫補助金は昨年とほぼ同じ内容でございま

す。 

６目教育費国庫補助金では、５億５４６万円余りであり、前年度に比べ１,８９２万円ほど

の増であります。これは１節の小学校の部分で備考欄記載のところで１億７,２７２万円ほど
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の増でございます。 

４３、４４ページをお願いいたします。２節の中学校費では６９万円ほどでありますが、

大和中の耐震工事の完了などにより１億７,９９６万円ほどの皆減がございます。また、収入

未済額は六日町中学校地震補強工事の繰越しにかかる部分１億８６５万円ほどでございます。

４節の保健体育費では塩沢地区給食センター整備事業交付金で２,３６１万円余りの増で５,

０５０万円余りでございます。５節は皆増でございます。３項委託金でありますが、ここの

部分は大きな移動がありません。ほぼ前年度並みでございます。 

４５ページ、４６ページをお願いいたします。１４款県支出金です。１項県負担金では、

１目民生費県負担金では５億６,５２７万円余りの決算ですが、５,０７６万円ほど増えていま

す。これは１節の社会福祉費では備考欄上段の保険基盤安定県負担金で２,３３３万円ほど、

三つ下の障害者自立支援給付費の部分で１,０９５万円ほどを主因として３,５３８万円ほど、

次の４７、４８ページ３目の災害救助費で１,３１６万円余りが皆増でございます。 

２項の県補助金でありますが、１目の総務費の部分では昨年度に比べ５３０万円ほどの増

６,６３７万円ほどでありますが、下段の新潟県市町村合併特別県交付金の増、交通施設バリ

アフリー推進事業、移動通信用鉄塔設備事業が皆減したことが主たる要因でございます。 

２目の民生費の部分では１節の社会福祉費が４億４２０万円ほどであり、前年度に比べ１

億８,２３３万円ほどの増になっておりますが、４９、５０をお願いします。備考欄中ほどの

下、介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の増が主な要因でございます。２節児童福祉費の部

分では３,４３８万円ほどの増の１億８３５万円ほどでございますが、下から４行目安心こど

も基金の皆増の部分でございます。 

次の５１、５２をお願いいたします。３節衛生費の部分では６,３１３万円ほど増えまして

１億１,１０９万円ほどでございますが、１節の備考欄下から２行目、保健衛生施設等施設・

設備整備費、並びにその下のＨＰＶワクチン等接種事業にかかる補助金の皆増であります。

また、２節では皆増となっております。 

それから４目労働費の部分でございますが、１億３,３１５万円ほどの増で２億１,５７４万

円ほどでありますが、備考欄記載の増によるものでございます。 

５目農林水産業費の部分でございますが、なかなか補助金の名前がよくかわりまして比較

が難しいところでありますが、前年度に比べ１億５,４５３万円ほどの増であります、３億４,

６３５万円ほどとなっております。１節の農業費では２行目の農業委員会補助金が皆増です

し、５３、５４をお願いします。上から４行目「新潟米」ブランド力強化推進事業費１,９３

０万円、４行下の同じ名称対策事業３１７万円の皆増が主因で１,９３６万円ほどの増の１億

６,５９９万円余りでございます。 

２節の林業費の部分では１億３,８６１万円ほどの増で、１億７,５３１万円ほどであります

が、一番下の森林整備加速化の部分が大きな要因でございます。 

５５、５６ページをお願いします。６目商工費の部分はほぼ前年と同じようなかたちでご

ざいます。 
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７目土木費の部分では４１０万円ほどの減の４７４万円余りでありますが、県単まちなみ

空間創出整備支援事業の皆減によるところでございます。 

８目教育費の部分でございますけれども、３,１６５万円ほどの減でありまして２６７万円

余りの決算額であります。記載はありませんが２節の社会教育費でトキめき新潟国体関連補

助金が皆減になったことが要因でございます。 

９目消防費では防災情報通信整備事業費の繰越明許分でございます。 

３項委託金でございます。１目総務費関係では前年度に比べ２５９万円ほどの増でありま

す。１億６,７２４万円ほどの決算でありますが、５７、５８をお願いいたします。２節の徴

税費委託金であります。個人県民税にかかる徴収取扱費委託金が６６２万円ほどの減であり、

３節の選挙費で１６８万円ほどの増、４節の統計調査費で農業センサス交付金の減、経済セ

ンサスの減、国勢調査の増などから結果として７５３万円ほどの増が主因となったものでご

ざいます。 

２目民生費の部分のところでは特別申し上げる部分はございません。 

３目の衛生費の部分でございますが２節の環境衛生費委託金の関係で、緑の分権改革推進

事業委託金として当初４,５００万円の歳入を予定したところでございますが、３月定例議会

で市長がお話し申し上げましたように、総務省との見解の相違がございまして補助金対象と

して認められなかった部分が出ましたので、歳入では５５９万円ほどの収入となったもので

ございます。 

４目農林水産業費から次の５９、６０ページです。６目教育費の部分までは記載のとおり

でございまして特別申し上げる部分はございません。 

４項県貸付金ですが１億４００万円の決算ですが、地方産業育成資金の貸付金として前年

度に比べ１,４００万円の減でございます。 

６１、６２をお願いいたします。１５款財産収入１項１目財産収入であります。３,５９９

万円ほどでございますがほぼ前年並でございます。土地では県営住宅それからハローワーク

などの賃料でございますし、建物ではヤマト運輸さんなどでございます。 

２目の利子及び配当金では３,６６４万円ほど減の１,３４３万円余りであります。これは１

節の上段、財政調整基金利子の１,９３３万円ほどの減と、２節の国債等売却差益の部分で１,

５２８万円ほどの減を主因としております。 

２項財産売払収入でございますが、１目の不動産売払収入では１億３,３００万円ほどの増

の１億７,７３８万円ほどとなったものであります。土地につきましては決算の概要で若干触

れておりますのでここでは割愛させていただきますが、次の６３、６４でございます。２目

の物品売払収入では除雪ドーザーなど不用品をせり売りとした収入１２０万円でございます。 

１６款寄附金に移ります。１項一般寄附金では前年度に比べ１,０８８万円余り増の１,７１

６万円ほどちょうだいをいたしました。一般寄附金で３４５万円ほど、ふるさと納税で３７

０万円となっておりますし、指定寄附金でも１,００１万円ほどちょうだいをしている内容で

ございます。 
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１７款繰入金であります。１項は特別会計繰入金でありまして、次の６５、６６にわたり

ますが、それぞれの目で中ほどの計欄で１,２６６万円ほどの前年度精算分として繰り入れた

ものでございます。なお、水道事業会計分が皆減で前年度より１億４,６７３万円ほど減にな

っております。 

２項の基金繰入金で１目の国際交流及び文化・スポーツ基金をはじめ、６７、６８をお願

いいたします。それぞれ４つの基金についての繰入れでございます。合計は９,４８２万円ほ

どでありますが、当該年度は合併振興基金と地域活性化生活対策基金の二つの基金合計で１

０億８,８７３万円ほどが皆減になっております。 

１８款繰越金では１節で前年度純繰越金として５億４,７４２万円ほど。２節で繰越事業充

当分として１億８,４９３万円余りの合計７億３,２３６万円ほどを収入としております。 

６９、７０ページをお願いいたします。１９款諸収入でありますが、１項延滞金、加算金

及び過料の１目延滞金は、前年度より１３１万円減の１,３４６万円余り。２項の預金利子は

譲渡性預金等の預金利子で９８万円ほどでございます。 

３項貸付金収入では１目の障害者住宅整備資金貸付金元利収入から２目、３目これは次の

７１、７２その次の７３、７４上段まででございますが、それぞれ貸付金に対する元利収入

でございます。収入未済額３３１万円余りは昨年より７８万円余り改善はしておりますが、

残額が出ているところでございます。 

４項受託事業収入であります。ここでは増減はありますが１目以下、前年度とほぼ同じ項

目でございます。 

７５、７６ページをお願いいたします。６目教育費の部分もここもそう多く変わったとこ

ろはございません。６目広域行政受託事業収入では、１節の湯沢さんからの受託分が斎場業

務の部分で３,６３１万円ほど、可燃と不燃ごみ処理業務受託の収入が５,６１８万円ほど、消

防業務で３,８５２万円ほどの増でありますし、２節の湯沢さん以外の部分ですが、出入りが

ありまして２０３万円ほどの減ということで都合１億３,０４９万円ほどの増の８億６,７８

４万円余りとなったものでございます。 

７７、７８ページをお願いいたします。５項雑入でございます。３目１節総務費では１億

８,７４６万円ほどの減の５,０３６万円余りであります。不納欠損は給食費の部分であります

し、収入未済額３,１４３万円余りは総合福祉センター示談金及び地デジの難聴対策の助成金

の部分でございます。このページでは備考欄記載の部分ですが、中ほどコミュニティ助成自

治総合センター交付金、宝くじ助成として鰕島区に集会所エアコン、長松区に子どもみこし、

万条区に遊具の設置にかかるトンネル助成の受け入れ５５０万円の部分でございます。 

７９、８０ページをお願いします。ここでも備考欄に記載してございますが、中ほど地域

国際化協会等先導的施策支援事業助成金１３５万円は、日墺スキー１００周年にかかる助成

の受け入れですし、最下段その下の総務雑入２２４万円ほどは、市長が会長を務める全国簡

易水道協会の会議の旅費日当、あるいは車両購入にかかるエコカー補助金、自販機手数料な

どでございます。２節民生費では２,６３６万円ほど減の９,６５６万円ほどでございます。こ
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こでの収入未済額は生保６３条返還金の関係、要援護世帯除雪援助費実費徴収金の関係で５

９５万円ほどでございます。下から３行目の生保６３条返還金、それから８１、８２をご覧

いただきたいと思います。３段目の療養給付費負担金後期高齢者医療広域連合の精算金が減

の主因であります。 

それから３節衛生費のところでは６９５万円余り増の３,３５２万円ほどでございますが、

６行目の不燃ごみの有償資源物売却収入が９２８万円ほど増となっております。４節労働費

の部分では４７万円余りですが、被災地域緊急雇用創出事業補助金が１億５,５６７万円ほど

皆減となっている部分であります。５節農林水産業費の部分はほぼ昨年度並みでございます。 

８３、８４ページをお願いします。６節商工費の関係それから７節土木の関係、なお、こ

の７節での収入未済額は公営住宅雑入にかかる部分でございます。 

８５、８６に移りますが、８節の消防の関係は金額は若干出入りがありますが、ほぼ同じ

項目での受け入れでございます。９節教育費、教育の関係でありますが、８万円ほど減の３

億３,６１８万円ほどの収入でありますけれども、ここは給食費実費徴収金、自校給食費実費

徴収金が大きく占める部分でございます。不納欠損並びに収入未済額は給食費徴収金にかか

る部分でございます。 

８７、８８をお願いいたします。上から２、３、４行目給食センターにかかる給食実費徴

収金をこの年度から各センターごとに区分をして記載をしております。４目過年度収入では

備考欄記載のように保育園運営費国県負担金の精算金の受け入れでございます。 

２０款１項市債では、１目合併特例債で３１億７,１６０万円をはじめとして、２目総務債

から次の８９、９０ページ５目土木債まで４８億６,８１０万円の起債による収入でございま

す。 

以上から収入総額が３４６億９,１６８万７,６８８円。不納欠損額５,７６９万８,２６４円。

収入未済額２８億５,５２４万９,１３７円となったものでございます。以上で歳入の説明を終

わります。 

○議   長  休憩とします。休憩後の開会は２時５５分といたします。 

（午後２時３６分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時５５分） 

○議   長  歳入に対する質疑を行います。 

 質疑をするときには質疑箇所のページ数を言ってから発言をお願いします。 

○佐藤 剛君  何点か質問させていただきます。まず３０ページですけれども、ちょっと

後段下の方に直江兼続公伝世館の使用料がありますけれども、これは「天地人」にあわせて

オープンということで、「天地人」放映のときは非常によかったのですが、昨年度予算額６０

０万円のうちの決算が２４０万円ぐらいということです。せっかくの施設ですのでもっと人

がにぎわうようなかたちが私はいいと思うのですけれども、今後の考え方をちょっと教えて

いただきたい。 
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 ６２ページ真ん中辺にこれはちょっと説明は飛ばしたところですけれども、施設貸付使用

料があるのですが、当初予算か減額した補正のときに説明があったのかもしれませんけれど

も、当初９８０万円ぐらいで最初の補正で８４０万円ぐらい落としているのですが、そして

決算がこの１４０万円ぐらいになったのですけれども、この中身といいますか内容をちょっ

とお知らせいただきたい。 

 ７０ページ。一番下に人にやさしい住居づくり資金貸付金元利収入がありますけれども、

これは８０万円。ここ数年全く未済のままになっていますけれども、ここの取り扱いという

か。皆さんというか担当の方は一生懸命に徴収やらお願いに行っているのでしょうけれども、

そこら辺のところをちょっと実態をお知らせいただきたいと思います。 

 ７４ページ。保育業務受託事業収入がありますけれども、これ受託事業収入ですからほか

の市外の方の保育園の方が来てあれしているのでしょうけれども、それがこれも最終で大分

増えているのですね、４００万円ぐらい。そこら辺どのくらい市外の方が利用されているの

か。また、最後に増えた何か理由があるのかというのをちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

 すみません。多くてすみませんが最後７８ページです。雑入ですが、まずこの雑入の中で

時々ちょっと話に出すのですけれども、例のあの総合福祉センターの関係の示談金の未納の

部分があるのです。これはここに表れていないのですが、ということはまだ裁判がきちんと

していないのかなというような気もしますけれども、話に出していないと忘れられそうなの

でちょっとその経過を教えていただきたいというふうに思います。 

 もう１点、雑入ですけれども、収入未済額が３,１４０万円ぐらいあるのですが、これは繰

越明許もありまして、先ほどの示談金のまだ未納の部分の３２０万円ぐらいもありまして、

それらを引いても収入未済額が８００万円ぐらいあるのですよね。これは細かいものの積み

重ねであればそれはそれでいいのですけれども、細かいところまでは聞こうという気はない

のですけれども８００万円というのは相当の額なので、何か見えないところで大きいのが幾

つかあるのか、その辺あったらちょっと教えていただきたいと思います。ちょっといっぱい

になってすみませんがお願いします。 

○総務部長  １点目の６２ページの・・・では順番にいきます。 

○市   長  最初の直江兼続公伝世館使用料でありますが、２１年度に比して２２年度

は大幅に下がった。２３年度もそう芳しいものではありません。そこで先般、女子力観光プ

ロモーションチームの方からも提言書も受けまして、やはり内容が直江兼続公伝世館という

触れ込みで、中へ入って何が直江兼続なのか。あるいはやはり土間があったりいろいろで、

どうしても土臭いというかカビ臭いとか、バリアフリー化がなっていないとかいろいろこう

何といいますか系列的に説明がないとか、ただ、何か物を入れてあるだけだとか。いろいろ

やはり相当手厳しいご批判をいただきました。 

改善すべきだということでありまして、その提言をもとに確かに皆さん方も入館していた

だければおわかりのとおり、ただあそこへいろいろ物を持ち込んだだけという部分も非常に
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見受けられます。整理すべきはしながらもう少し魅力のある――いろいろ提言いただいてお

りますので、方向にもっていかなければならないと思っております。史談会の皆さんともち

ょっと相談をしながら、あそこへ思いを込めていろいろ詰めた部分もありますので。それら

が一般の方から見ると何のためにそれが展示してあるのかわからないとかそういう部分もあ

ったりで、非常に２１年のときのブームのときは、とにかく何でも入れ、入れで入ってもら

ったのですけれども、非常にそういうことがありまして、これは大きく見直しをしていかな

ければならないと思います。来年度以降、２４年度以降をきちんと整理をしながら、もう少

し魅力のある、人からも入っていただけるような方向を目指していきたいと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

○総務部長  すみません、ちょっと申しわけありませんでした。６２ページでございます

が、雑入の施設貸付収入でございます。これは光ファイバーの貸付料でございまして、この

年は２月から３月まででしたので１４８万円程度ですが、通年ですとおおむね１,５００万円

程度になろうかということで、決算年度では１４７万円ほどということでございます。光ケ

ーブルに関する貸付料ということでございます。 

 それからついでで恐縮ですが、雑入の方のところでございますが、福祉センターにつきま

しては３２１万１,０００円ほど債権があるということで調定を起こしておりますので、当年

度未済ということになります。現実には破産をしてしまいましたので、ある時期に債権放棄

をさせていただかなければならないかなというふうに思っております。 

それから繰越明許、未済額がちょっと大きくなっておりますが、その中で一つは地デジ関

係の助成金の未収が２,０１４万円ばかりあります。それから生保の６３条というのは、緊急

に生保をしなければならないということで生保にしまして、その後、資力があったときは返

還をするというのが６３条の返還義務の部分でございますがその辺と、それから高齢者の除

雪費の実費徴収金の未収が合わせて５９０万円ほどありますので、これを足しますと申し越

しの数値になろうかというふうに思っております。以上でございます。 

○福祉保健部長  まず７０ページの人にやさしい住居づくり資金貸付金の関係ですが、こ

れは１名の方で、住所地に今現在いなくて、一時所在がわかってホテル等に入っていたので

資力があるのは間違いないと思うのですが、その後、所在不明になっていまして今そのまま

の状態です。 

それから７４ページ保育業務受託事業収入。９市町村で１６名分の受託を受けております。

増えている原因についてはちょっと把握しておりません。 

それから先ほどの雑入の関係で、生保の６３条の関係なのですが、当然緊急措置、緊急で

やった後に収入等がつかめれば本来であれば返還ができるのですが、たいがいの場合がもう

既にそのお金を使っているとかそういったことで、資力が現在ない状態ということでなかな

か少しずつしか返してもらえないというのが現状です。以上です。 

○牧野 晶君  ２８ページの保育園入園費負担金ですが今、階層が１５階層だったかちょ

っと忘れましたが、その中の４の３から５の１だったと思いますが、そこのところの切替え
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が要は階層が変わると一気に１万円、それ以外は大体３,０００円とかそのくらいなのですけ

れど、ここのところはもう決算が終わった中で不便があったのかどうなのかとか、そういう

指摘があったのかどうなのかという点。ちょっと細かい点で申し訳ないですが、所得が一段

階変わっただけで１万円も一気に変わるというのは、ちょっとなかなか大変なのではないか

なという思いがあるわけですが、そこのところについてもし指摘等があったら回答いただけ

ればと思います。 

○子育て支援課長  今言われましたように保育料の月額徴収につきましては、４の３階層

と５の１階層になりますと１万円の差が出てくるということでございますが、２２年度の賦

課徴収の際にはそれほど私どものところに苦情というものはこなかったわけでありますが、

２３年度も同じ徴収表を用いている。近年やはり景気の方がなかなか厳しいというような状

況の中で、２３年度になりましたらやはり何人かの皆さんからそういうまあまあ極端な言い

方をしますと、税金が１円上がっても１階層上がるわけですので、１万円上がってしまうと。

するとまず年額１２万円上がるということになります。何とか考えていただけないかと、こ

ういう申入れはありました。けれども、それは３月末で告示等をさせていただいていますの

で、２３年度につきましてそういうお話はわかりました。今、改定するということはできま

せんけれども、２４年度にあたりまして国の方でも皆さんもご存じのように、年少扶養の見

直しが行われたり、上乗せ部分の１６歳から１９歳の税金の上乗せ部分の扶養がなくなると

いうようなことから、保育料も見直しがされるというふうに言われています。その際に４の

３階層と５の１階層の未満児ですけれども、１万円という差をどのくらいまで詰められるか

はわかりませんけれども、少し検討してみたいとこういうふうに思っています。 

○寺口友彦君  ３点ほどちょっとお伺いしますけれども、まず市税のところで２０ページ

のところの滞納に関することです。総文の報告の中にあった資料の方を見させてもらってい

ますが、滞納額別人数数でみると１,０００万円以上の大口という部分が二人ほど増えていま

すが、１００万円以上から３００万円未満の部分が１６人ほど増えているのです。総額で５

億円ほどになってきているということで、ちょっと心配している部分もありますけれども、

この部分についての分析がどうなっているのかというのがちょっとあればお聞かせ願いたい。 

 それから３２ページ。使用料手数料の滞納の部分で住宅使用料、これはまあ昨年に比べて

３１０万円ほど成果をあげているという部分があるので、この部分がどういう連動になって

いるのかはわかりませんけれども、成果をあげたという部分の内容をちょっとお聞かせ願い

たい。 

 もう１点が６２ページ。利子及び配当金ですが、昨年の決算の中では財政調整基金と合併

振興基金の利子ということで相当な金額があったわけなのですが、今年度は財政調整基金の

利子だけで３６０万円ほどということでちょっと金額がかなり少ないのですけれども、この

辺の内情と、以上、３点をお願いします。 

○税務課長  ２０ページからみの滞納の関係ですけれども、おっしゃるとおり１,０００万

円以上の方が２名増えております。それで市税全体でいきますと、市税を滞納している方が
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延べ件数ですけれども４,７７６名。国保を除きます。それで実人数でいきますと３,５３４名

という結果となっております。その中で１００万円未満の方、これが４,５６２名で全体件数

でいえば９５.５パーセント。金額では４億３,１８８万円ということで２７.５パーセントと

いうかたちで、全体像からみますと１００万円から２００万円関係でかなりの件数と割合に

なっていると。 

ただ、全体の中で数件そのやはりとび抜けた金額の方がいるというかたちの中で、この大

きな金額のものがなかなか減ってきていないというのが今現在の状況でございます。細かい

ものについては現年をいかに減らしていけるかということでこまめにやっておりまして、こ

ちらの方については大体成果は出ているかなと思いますけれども、大きな滞納になったもの

についてはなかなか減らずに反対に増えているというのが今の現状でございます。以上です。 

○都市計画課長  質問のありました市営住宅の使用料の関係でございますが、全般的に収

納率は上がっております。その中で特に滞納繰越の分ですね、これがパーセンテージで言い

ますと前年度１０パーセント程度ぐらいであったのが２９パーセントぐらいということで、

滞繰分の方を滞納者といいますか対象者とよく話をしまして、督促や面談をいたしまして収

納の方に結びつけたということでございます。以上です。 

○会計管理者  ６２ページの財政調整基金利子の大幅な減額になった理由でございますが、

２１年度におきまして利率の高い長期借入金の繰上償還を行いましたが、そのときの財源と

しまして財政調整基金から９億円余りの金額をあてております。そのために２１年度中に債

権を売却しておりますので、２２年度につきましてはその後、長期金利の低迷がございまし

て長期での運用がなかなか思うに任せず、短期で運用してまいりましたけれども、金利が大

幅に低いということでその影響で２１年度に比べて２２年度は大幅な減額になっております。

以上でございます。 

○塩谷寿雄君  ４８ページの災害救助法に基づくというところなのですけれども、多分３.

１１で福島からの避難者がこちらに来たところが県から出ているのかなとも思うのですが、

今回、放射能測定器とか買ったのですけれども、そういったものを今度、東電側に請求して

いくお考えがあるのかどうか。 

本当にこれから放射能問題でいろいろな人件費というか、調べるにあたってもかなりの負

担が市に関わってくるわけです。その辺３.１１のせいということもあるので、そういったお

考えがあるのかないのかお聞きいたします。 

○総務部長  ここに記載しているのはこれは去年の分でございますので、雪の分とかとい

うことになりますが、私どもから東電に請求するとかということになるのかどうかちょっと

わかりませんが、ただ人件費にしろ、それからサーベイメーターにしろ、なければ買わない

で済んだもの、あるいは動かないで済んだものがかなりあるわけです。新潟県がどう動くか

わかりませんがその辺とまた相談をしながら、私どもが直接ということではなくて、状況を

みてということにしたいというふうに考えます。以上です。 

○塩谷寿雄君  わかりました。できれば強く言ってもらいたいと思います。 
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ちょっと関連になるのですけれども、今日午後一に市長から説明があったいろいろの数字

の保育園から中学校までの学校とか、公園のことなのですけれども。市民の子どもをお持ち

の保護者の方、かなり過剰なぐらい放射能に対して敏感になっていると。本当に思う以上で

す。これはもうどこの小学校でも保育園に行っても、そのことが出ない日はないぐらい皆さ

んが敏感になっていまして、何らか市長の方から、市長の方でも結構ですけれども告知がし

っかり大丈夫だとか。結局、放射能の数値が高くてもこの土地を離れるわけにはいかないし、

別にそんな過剰になるほどの数値は出ていないわけですが、これを削除していくというのが

この地において一番いい方法だとは思うのですけれども、その辺をよく皆さんに伝わるよう

にしていただきたいと思います。 

○市   長  一番大事なことでありまして、さっきちょっと、なぜこういう数値を――

数値というかこういう場所を計るに至ったかというのは、十日町さんの事例が出て県の方か

らも十日町と南魚沼はほとんど似通った状況ですからと。それまでは一応私どももほぼ、終

息的。今、一般的に公表されております空間線量はもう０.４８４９から０.５６ぐらい、０.

０ですね、ぐらいですから全く心配のない数値なのでと思っていましたが、そういう局所的

に局部的に集まっているところがあるということで、今回特に保育園、小中学校、子どもた

ちに影響のあるだろうと思われる部分を徹底的に調査させていただいて、こういう数値は出

ましたがそれを全部除去して、その後は安心の数値が出ております。 

我々も常にこれはホームページに出しますし、それから報道プレスもさせていただきます。

ほかになぜ、どの場所にどうだということは、さっき触れましたように一定しないのです、

空間線量とベクレルは。空間線量が高いから完全にもうそのベクレルも高いということがき

ちんと原因づけられれば、例えばこの学校でこの場所でこういう空間線量が出て、これだけ

のベクレル、例えば７万６０００が出て、でもそれを除去したから大丈夫というふうにした

かったのですけれども、それが一定しないものですからなかなか空間線量が高いだけでそう

だということも言えないと。 

この中で箇所数は１３とか特定の場所は公表しておりません。これはその後全部調べてご

承知のとおりこれだけ今きれいに。空間、あれは正式な見解というふうには言いませんけれ

ども、ほぼ専門家の間で一致していることは、今出ている空間線量は大体自然界という部分

がもうほとんどだろうというふうに言われています。ですので、自然界では年間２.４ミリシ

ーベルトこれが出ているそうでありますから――年間でなくて時間かあれは。毎時ですね。

ですので、その辺も含めてどういうタイミングでどうすればいいのかというのはわかりませ

んけれども、広報等でお知らせするとかそういう方法で市民の皆さん方から安心はしていた

だきたいと。今のところはですね。 

ただ、これが将来どうなるかというのはまだ我々にもわかりませんし、それから放射性物

質を含んだ土壌をまだ指針がでないのです。片付けていいとか、どこかへ持って行っていい

とか。ずっと積み置きですから、そういうことがきちんと国の方で指針を示す段階にならな

いと、もう１００パーセントということは言いづらいのですけれども、ほぼ大丈夫だという
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ことはあらゆる方法を通じながら市民の皆さんに周知はしていきたいと思っております。 

明日あたりもうコシヒカリの検査結果も出ますが――明日だな。１３日に刈り取ったもの

を調べて明日出ますから、これはまずほぼ出ていないと思っていますけれども。そういうこ

とを通じながらきちんと説明をさせていただきたいし、過剰になるなと言ったってなかなか

これは小さいお子さんをお持ちの特にお母さん方は、そういう心配はありますので、どんど

ん、どんどんと声を大きくしてそれを言っていくということではないですけれども、きちん

とした調査結果をもとに安心なのですと、安全なのですということは、ずっと徹底して周知

していきたいと思います。 

 それからさっきも触れましたけれども、これからもきちんと継続的に調査をして、そうい

う危うい部分等がもしあれば、それをきちんと除去して安全に努めるということでご理解い

ただきたいと思います。議会の皆さん方にも今日の数値を基にして、またそれぞれの地域で

大丈夫だということをひとつまた周知いただければ大変ありがたいと思います。 

○塩谷寿雄君  いいです。 

○岡村雅夫君  ３点伺います。３６ページここへ上段の方に開発行為許可申請手数料があ

りますが、これについて開発行為には２種類あると思うのですが、小規模な市と県とである

と思うのですが、どの程度のものであるかひとつお聞きします。 

 それと関連して申しわけありませんが、こういうのは市はどの程度その関与するのかとい

うのを私はちょっと知りたいのです。なぜかと言いますと、今回のような災害が出ますよね。

災害が出ますと、まあまあ多分、土砂崩れとか、どういうところに指定されているとかそう

いう条件があるかと思うのです。一つ六日町の山際でそういった開発行為をされたところだ

と思う住宅団地が今回、崩れるわけがないところが崩れたと言いながら間近ですよね、山が

ね。そういうものを許可して、そして今度その土砂の撤去とかそういうのが県が入って、指

定をして改良をするのだと思うのですけれども、その辺の流れというのはどういうふうなか

たちで市が関与し、あるいは県が許可したからどういった対応をするのかというあたりがあ

ったらひとつお聞きします。 

 次に４４ページですね。社会教育費国庫補助金のところの遺跡発掘調査費補助金について

ですが、これはどういう物件であったかまた説明をしていただいて、その調査結果等をひと

つお聞きしたいと思います。 

 それから６８ページの上段ですが、愛プロジェクト推進基金繰入金ということでひとつお

伺いしたいのですが、要は、要するに基金というのがあるのは私は知っているのですが、そ

れにこうして５,４３２万円を基金から一般会計に取り出したと、こういう考え方だと思うの

ですが、この出し入れが非常にまちづくり基金とかいろいろの資金とか、そういうのが入っ

たり出たりという資料をもらった経過があります。どういったかたちで収入を得て、これが

どういうふうに使われているかというのが、このプロジェクトで決定されて推進しているも

のと思います。けれども、割合と明らかというか明快になってこない。 

例えば一つ武者の人形というかあれが飾られましたけれども、なかなかそのプロセスの段
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階でわからない。急に決定したというようなかたちで予算に載ってくるというようなかたち

が普通に行われているような気がしますが、もう少し内容というのは事前に公開していって

もいいのではないか。 

当時、市長は岩野議員の質問に関して、地元の人は知らないわけはないだろうというよう

な話があったわけでありますので、あれはちょっといかがなものかなというような感じが私

はしています。ですから、そういう中でプロジェクトなり、あるいは審議会なりで得たもの

はやっぱり共有のものとしてもう少し公開し、そして議論があってもいいのかなというよう

な感じでしているものでお答えをいただきたいと思います。 

○建設部長  ３６ページの開発行為の許可申請手数料３４万２,０００円でございますが、

これにつきましては許可申請が３件、変更申請が２件、開発登録簿の写交付ということで５

件でございます。 

市の方ではこの開発行為は３,０００平米以上のものを扱っておりますけれども、当然開発

行為につきましては土地の形状の変更だとか、そういうのにつきまして許可をするわけです

けれども、そのほかに道路だとか水路だとか緑地だとか、その帰属先だとか、そういうのを

最終的に決めてやるということです。最終的に建築につきましては、県の方の建築主事が許

可を出して建築をするということでございますので、そういうことでお願いしたいと思いま

すし。 

欠之上の水害と災害の現場ですけれども、あれにつきましては平成５年に開発があったと

ころでございまして、その当時まだ市の方に権限が移譲になっておりませんので、県の許可

の部分になっているということでございました。そういうことで今、私どもが市の方では開

発行為の窓口になっておりますので、その辺を含めて関係者と協議をしているということで

ございます。以上です。 

○社会教育課長  ４４ページの遺跡発掘調査費補助金２５６万５,０００円でございます

が、これはいずれも試掘といいますか調査だけでありますけれども、樺野沢地区のほ場整備

に伴う調査、それから大原地区１、２とございますが、測量あるいは試掘、大清水遺跡試掘、

除雪費そういったものでございます。以上です。 

○総務部長  基金の関係でございます。これは前のページにもございますが、国際交流文

化スポーツ基金から始まって、いわゆるその条例で基金が設置されておるわけでありまして、

その基金には目的が書いてあります。こういう目的のときに取り崩して使うというふうにな

っているわけであります。それを当然、予算の中で財源としてみるわけでございますので、

当該の愛プロジェクトにつきましても。５,４３２万円を基金から繰入れをいたしまして、そ

の部分で今度歳出の方で支出をしているという格好になります。それを内容がつまびらかに

しなければならないとか、するとかということとはちょっと違いまして、予算の段階できち

んと財源はこうです、それは基金から繰入れをしていますということでご説明申し上げて、

議会議決を経るものだというふうに理解をしています。以上です。 

○岡村雅夫君  開発行為についてですが、過去のことはとやかくではありません。これか
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ら一つの問題として地形の変更とか、また、過去の地形とかいろいろ調査事項はあると思う

のです。こういった災害が起きたときに許可責任などというのがあるのかどうかはわかりま

せんけれども、それはともかくとしても災害のない、あるいは何といいますか、今回の水が

道路をどんどん、どんどん川化して流れるというか横断して流れるというような、非常にす

ごい状況で、道路が走行できないようなところもあったような感じがします。一つそういう

点で今後やっぱり市としても、市が移管を受けているということになるとかなり責任がある

なというような感じがしましたので、今後ひとつ対処をうまくやっていただきたいなと思い

ます。 

 次に遺跡についてはわかりました。 

次に愛プロジェクトについてですけれども、そういったプロジェクト的、あるいは審議会

的な部分で、そういう方針が出たら、そういうのがやっぱり私は予算を付けるとき何がある

のかなと、正直こちらは何をするかというのはわからないものだってあると思うのです。そ

うして、それが４,９００万円もするのとか、そういう話になってしまいますので、やっぱり

もし、いい案が出たということであれば、誇りをもってまず皆さんに問うと。あるいは担当

常任委員会でこういうことを考えているのだというようなことで、やっぱりその情報が伝わ

っていって、予算化していくというようなかたちを踏むのが私はいいのかなというような気

がするのですけれども。オブラートに包まれたような中で何といいますか、イルミネーショ

ンが急に点いてみたりとか、そういうことがあるわけであります。それは私が知らない情報

だけだということになればそれまでなのですけれども。 

そしてもう１点は事業をするに入って、要するに県の政策的な補助等事業があるのが、ま

たそれでやって余ったのはまた基金に返すというようなかたちになっているようであります。

そうして恒常的にその基金を使い果たすというものではなくて、順次こうつぎ込んでいくと

いうような、要するに原資を残していくような状況があると思いますので、ぜひそういうの

はもう少し明らかに事業化する前にあった方がいいのではないかなと。こう考えているとか

ということがやっぱり出てしかるべきことではないかなというふうに思います。いかがでし

ょうか。 

○市   長  愛プロジェクトの関係でありますが、発端はご存じのとおりでありますね。

天地人博の収益金をこの愛プロジェクト事業の基金に繰り込んで、それを原資にしていろい

ろ仕事をやっていこうと。確か説明は申し上げているのですけれども、まちづくり交付金事

業の中で今の庁舎の隣の防災広場から始まりまして、商店街をここは兼続通りとしていこう、

そして武者像を設置していこうとかですね。そういう総合的な計画の部分を議会の皆さんに

もちゃんと説明していると思うのです。しています。 

それをその中に今度は、では具体的に今年度はこうする、今年度はこうするという部分を

このプロジェクトのお金と、交付金事業と組み合わせてやっているわけです。私が岩野さん

に地元なのだから知らないわけがないなどと、そこまで言ったかどうだかは別にして、あれ

は地元の商店街の皆さん方がこの中にのって、足湯を作るとかそういうことは自分たちで負
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担してやるから一緒にやってくださいとこういうことで、それはもうまちづくり交付金事業

の中にも既に取り入れられた事業に、そこへまた愛プロジェクトが入ったということですか

ら。 

ご説明の仕方とか濃密度とかそういうことが悪かったとすれば反省はしますけれども、一

応、私たちもオブラートになんか包んだつもりは全くなくて、本当に公明正大に皆さん方に

も説明しながらやってきたというつもりですが、そういうご指摘があったということ、あっ

たわけでありますので気をつけながら今後は執行してまいります。 

○岩野 松君  ２０ページですね。まことにもう終わった話みたいなのですけれども、特

別土地保有税という考え方で、今年も０円というかお金が入っていないのですけれども、今

はもうこれでかけるということはないそうなのですけれども、５,０００平米以上持っている

人たちへの税金だというふうに私は解釈していたのですが、そういう人たちは営業体でも個

人でもみんなかけられていたと考えていいのか。 

○税務課長  当然ながら特別土地保有税これは法律の中で行われておりますので、従前に

対してはあったわけです。１５年度以降は課税なしというかたちの中で、結局は滞納分につ

いては取り残されてきているというかたちの中で、聞いている範疇ではございませんけれど

も、２０年度については東京の方なのですけれども、交渉の中で何とか納めていただいたと。

今年も納めていただけるという思いではあったのですけれども、結果論として未納であった

というかたちの中でございます。以上です。 

○議   長  歳入に対する質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、歳入に対する質疑を終わります。 

○議   長  歳出の審議に入ります。歳出の審議は各款ごとに行います。なお、これか

らの一般会計決算認定の審議に直接関係しない部課長等は平常業務についていただいて結構

です。 

○議   長  歳出、第１款議会費の説明を求めます。 

○議会事務局長  それでは議会費についてご説明いたします。決算書９１、９２ページを

ご覧ください。１款１項１目議会費でございます。平成２２年度決算額は１億４,９４５万７

４０円でございます。対前年度比約５９５万円、率にして約３.８パーセントの減となってい

ます。主な要因は先ほど総務部長が概要説明で述べましたとおりでございますけれども、支

出目的及び支出内容は前年度にあります平成２１年度と同様でございますので、見開き右側

の９２ページ備考欄の丸の費目ごとに対前年度比、大きな額的相違点を主体にご説明申し上

げます。 

 最初の丸の議会一般経費７３９万円でございますが、前年度比較１３４万円の増となって

おります。この主な要因としまして、平成２２年度は必要により各常任委員会の管外視察を

２泊３日行程としたこと。及び議会運営委員会の管外視察を実施したことなどによる旅費が

約１４０万円増となっております。なお、上から５行目に参考人等旅費８,５６０円でござい
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ますけれども、これにつきましては産業建設委員会にウオロク本社から参考人一名を招聘し

たこと。及び当議事堂での表彰伝達式の際、峠前議長においで願った際の費用弁償でござい

ます。 

 二つ目の丸、議員報酬等につきましては、決算額１億３,８２１万円、前年度比、８７９万

円、率にして約６パーセントの減となっております。減額の要因といたしましては、総務部

長の申し上げましたように、平成２１年度１０月までは議員定数が３０名であったこと、及

び昨年１２月から議員報酬が０.２パーセント、期末手当支給率が０.１５か月それぞれ減少し

たことによります。 

 三つ目の丸、議会補助・負担金事業でございますが、３８３万円の決算となりました。対

前年度比、１４９万円の増となっております。増加の主な要因としまして、政務調査費が月

額５,０００円から１万円と増額され、議員定数減の要因もありましたが１４５万円の増とな

っております。 

簡単でございますが以上で議会費の歳出説明を終わります。 

○議   長  議会費に対する質疑を行います。 

○寺口友彦君  政務調査費の部分についてなのですが、月額５,０００円から１万円という

ふうに増額をしていただきまして、非常に有意義に使わせていただきました。このことにつ

いて市民の方も当然、知っていらっしゃると思うのですが、市民の方からこの増額したこと

についてと、それから政務調査の報告については情報公開をされているわけなのですけれど

も、それについて市民の方はどのような意見が出ているかちょっとお聞きしたい。 

○議会事務局長  今のところまだ市民の方からは特に開示要求等は出てまいりません。以

上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって第１款議会費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第２款総務費の説明を求めます。 

○総務部長  第２款総務費についてご説明を申し上げます。決算資料の方は４ページから

１２ページに記載してございますのでご参考にしていただきたいと存じます。なお、事業別

組立てということで、主に備考欄の丸でご説明を申し上げます。 

 １項総務管理費１目一般管理費では、支出済の欄で前年度に比べ１億７,８７４万円ほどの

減額の５６億６,１６９万円ほどの決算でございまして、２,４０７万円ほど不用額が生じてお

ります。主に職員費が大きな部分を占めるものでございます。備考欄の１行目、２行目、３

行目とそれぞれ流用をさせていただいているところでございます。 

備考欄丸の行政共通経費は前年度に比べ８０７万円ほど増の７,７５３万円ほどでござい

ますが、共通する経費についての支出でございます。固定資産評価審査委員会委員報酬は委

員３名にかかる報酬でございますし、報償費以下はほぼ例年並みでございます。中ほどから

下、郵送料の増がございますし、その下、二つ下にメール便と書いてありますが、これは庁
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舎間の文書の送付送達の業務をシルバー人材センターに委託したことからでございます。 

 ９５、９６をお願いいたします。下段の定額給付金事務費返還金の皆増による部分が主な

主因でございます。丸の職員費では前年度比、１億８,６８１万円ほど減の５５億１,３９５万

円ほどでございます。産業医としてお願いをしております中之島診療所長の富永先生の報酬

や、市長を始めとする一般会計支弁職員６８２名分の給料・手当等のほか職員研修費などで

あります。支弁部分では１３名の減、人勧の減等がありますが、詳細につきましては３６１

ページ、３６２ページに目的別給与明細が記載をされておりますのでご覧を賜りたいと存じ

ます。 なお、ここの２款４項の選挙費の方で時間外手当が１,７５５万円ほど支弁をされて

おりますので、ここの給料、総合事務組合、職員手当、共済費の４つの合計を足したものと

給与費明細の方が一致しませんので、あらかじめよろしくお願いをいたします。 

 次の丸、表彰事業費では３２万円ほどでありますが、９７、９８ページでございます。昨

年１０月１日に実施をいたしました市の表彰条例に基づく表彰にかかる支出でございます。

被表彰者１９件でございました。丸の行政区事業費でございます。６,４９１万円余りで前年

度とほぼ同じでございます。大きな部分は中ほど行政区交付金６,２２１万円ほどでございま

す。次の丸は特別職給与改定のための報酬等審議会の支出でありますし、次の丸、式典事業

費につきましては５月３日に開催をした成人式にかかる費用でございます。次の丸、防犯対

策費は防犯灯の維持にかかる部分でありますが、大きなところはこの電気料の部分でござい

ます。一番下の丸はそれぞれ会員になっている負担部分でございます。 

９９、１００ページをお願いいたします。２目広報公聴費でございます。前年度とほぼ同

じの１,２２５万円ほどの支出であります。１２６万円ほどの不用額でございます。備考欄の

丸、広報公聴費でありますが１,１２０万円ほどで、ほぼ昨年と同額でございます。主なもの

は１日と１５日の市報２万２,１００部、生涯学習特集号などの印刷費１,０４３万円ほど。広

告料としてＦＭゆきぐにで放送利用、年間７２０分以上ということで１３０万円が大きな部

分でございます。次の丸、市政モニター事業費では市政モニターさんに住宅リフォーム事業

などのアンケートをした際の謝礼でございます。 

３目電算対策事業費に移ります。支出済９億６,０７６万円余りで７億６,１６７万円ほどの

増であります。繰越明許費として５,５４１万円。これは辺地共聴施設整備及びブロードバン

ド空白地解消事業にかかるものでございまして、不用額が４,６６３万円ほどでございます。

１行目のように流用をさせていただいております。丸の電算情報管理一般経費２,１７０万円

ほどでありますが、パソコンにかかる共通の部分であります。大きなものは次の１０１ペー

ジ、１０２ページでございます。２行目の市の施設間の専用回線使用料１,５５６万円余りで

ございます。 

次の丸、総合行政システム事業費ですが９,２９７万円ほどであります。基幹系といわれる

税務事務、健康管理事務等のシステムの部分であります。１,１９４万円ほど増えております

が、リース料の増でありますし、ほかは業務委託料が主でございます。次の丸、内部情報系

システム事業５,９６１万円ほどでございます。庁舎内、施設内で稼動しているパソコンの部
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分で申請ですとか人事、財務、庁内ＬＡＮ、学校ネットワークといったものの経費でござい

ます。それぞれ記載の委託料、使用料でございます。次の丸の住民基本台帳システム事業費

４３４万円ほどでありますが、住基にかかるカード発行機等の保守委託及びリース料でござ

います。 

１０３ページ、１０４ページです。丸の自動交付機システム事業費６６８万円余りであり

ますが、今年度から新たに分離をして記載をしております。自動交付機３台にかかる委託料、

使用料でございます。丸の高速インターネット運営事業費３７９万円ほどでございますが、

市内の光ケーブル網整備にかかる運営部分でございます。丸のＧＩＳ整備事業費では保守委

託料では航空写真整備をしたことから２,８６８万円余りでございます。丸の辺地共聴施設整

備事業費ではデジタル改修工事補助金が皆減となりまして、委託料２万円余りでございます。

丸の電算対策補助・負担金事業は記載のとおりでございますし、丸の地域情報通信基盤整備

事業費は繰越明許にかかる光ファイバーの架設の部分でございます。 

４目の車両集中管理費に移ります。本庁、各センター、出先の車両等２３７台の管理に要

する費用であります。７,８８５万円ほどの支出で３４万円ほどの不用額でございます。備品

費へ１件の予備費を充用させていただいておりますし、次の１０５、１０６でございますが、

５件にわたって流用をさせていただいております。丸の車両管理一般経費３,４２５万円ほど

でありますが、管理にかかる消耗品、車検費用などでございます。丸の車両運行費４,０１４

万円ほどは記載のように燃料費、自賠責などのほか８台のリース料などでございます。丸の

車両等購入事業費４４０万円余りですが４台の車両更新にかかる費用でございます。 

５目会計管理費でございます。備考欄の丸で会計管理一般経費でありまして３６０万円ほ

ど、６３万円ほどの不用額でございますが、主なものは公金取扱手数料でございます。 

１０７ページ、１０８ページをお願いいたします。６目財産管理費では６億８,２０９万円

ほど。２６８万円ほどの不用額です。記載の６件について流用をさせていただいております

し、繰越明許費は庁舎整備事業費の部分でございます。庁舎管理費９,２７４万円余りですが、

次の１０９ページ、１１０ページ下段まで３庁舎にかかる部分の通常管理費の費用でござい

ます。 

１１０ページの丸、庁舎整備事業費１億２,１４５万円ほどは１１１、１１２ページですが

本庁舎北分館の改修、本館のトイレの洋式化、地デジへの対応改修の部分でございます。丸

の普通財産管理費８５６万円ほどは、財産調書記載の普通財産の管理にかかる所要の執行で

ございます。ウッドタウン八色団地費４２万円余りは、団地消雪パイプの電気料でございま

す。 

１１３、１１４をお願いします。基金費では財政調整基金に１００万円、減債基金に４億

２,７４７万円ほど、住民生活に光をそそぐ基金に３,０４１万円ほどの積立てでございます。 

７目企画費では４億２,９７８万円ほどの支出で１９７万円ほどの不用額であります。記載

の１件の流用をさせていただいております。丸の企画一般経費３億５,６３８万円ほどは、大

原運動公園検討委員会関係の費用、同基本計画基本設計費用、合併振興基金繰戻し３億５,０
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１８万円が大きな部分を占めております。次の丸、総合計画事業費では２７万円ほど総合計

画審議会、地域審議会の費用でございます。丸の交流事業費２５３万円ほどですが、交流会

出演者謝礼として米沢藩砲術隊様ほかの支出でございます。 

１１５、１１６をお願いいたします。３行目の部分はスキー１００周年への日墺協会への

トンネル補助金でございます。丸の行政改革推進事業費は委員５名にかかる報酬等でござい

ます。丸の集落振興事業費９５０万円ほどですが、歳入で申し上げた宝くじにかかるコミュ

ニティ事業補助金それから旧要項最後の集落集会所整備補助金では姥島、台上集会所に４０

０万円の支出でございます。 

それから丸の地域コミュニティ活性化事業費５,２２３万円ほどでございますが、活性化支

援これはソフトとハード及び活動支援分が主でございます。次の二つの丸は記載のとおりで

ございます。 

１１７、１１８ページをお願いいたします。８目地域開発センター及び公会堂費では１,２

７０万円ほどでございます。３件の流用をそれぞれさせていただいております。丸の地域開

発センター費４６１万円ほどでございますが、東地域、五十沢、城内、大巻にかかる管理分

の支出でございます。下の丸の公会堂費８０８万円ほどでございますが、大崎農業会館、ま

ほろば、うるおいの里三用の経常管理費であります。 

次のページ１１９ページ、１２０ページでございます。９目バス運行対策費１億６,１３７

万円余りであり６９３万円ほどの不用額であります。路線、市民、通園、通学等のバスの執

行経費でございます。執行は前年度とほぼ同様であります。この目では丸の路線バス運行事

業費は記載の４,２３０万円ほどでありますが、中ほど地方バス生活維持路線、低収益路線補

助金で４９０万円ほど増となっております。丸の市民バス運行事業費に１,１７６万円ほど。

丸の保育園等送迎バス運行事業費２,６７７万円ほど。 

１２１、１２２をお願いします。丸の通学バス等運行事業費８,０５３万円ほどの執行でご

ざいます。なお、この項では定額給付金にかかる事務費それから事業費９億８,３９７万円ほ

どがこの当該年度、皆減となっております。ここで交代します。 

○市民生活部長  続きまして２項徴税費、１目賦課徴収費についてご説明を申し上げます。

支出済額は前年度比、１億２,３４２万円減の８,３２９万円ほどでございます。丸の部分でご

ざいますが賦課徴収一般経費、前年度比、５３万円減の４９０万円ほどになりました。印刷

製本費が４２万円ほど減額になっておりますが、住民税の申告用紙を広報につづり込むとい

うことで、利便性の向上と経費の節減を図った結果でございます。次の丸でもって賦課徴収

管理費でございますが、前年度比、１億２,４１７万円減の６,３７７万円ほどでございます。

市税の収納嘱託員が３名で徴収に当たっていただきまして５,０６８万円ほどの実績をあげ

ていただいております。それから平成２４年１月の評価替えの準備として土地鑑定評価業務

委託料が２,６１８万円増というふうなかたちになっておりますし、評価替え作業の委託料の

４９４万円が皆増となっております。 

 １２３、１２４ページの方をお願いいたします。補てん金４５３万円それから還付金及び
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還付加算金２４９万円が皆増となっておりますが、これは昨年の１２月議会で補正させてい

ただいたのですが、農業機械の誤課税の処理を行ったというふうなことでございます。それ

から２１年度はここに交付金の返還金ということで三国川ダムの精算金１億４,０１０万円

があったのですが、それがなくなったということで２２年度は大きな減額になっているとこ

ろでございます。 

 それから賦課徴収システム管理費、前年度比、１１８万円増の１,０７６万円ほどの決算に

なっております。地番図に法務局からくる地図情報これを落とし込むための業務委託費でご

ざいます。次の丸、東京事務所費でございますが、前年度比、１１万円増の３８７万円ほど

となっております。ここにつきましても収納嘱託員の報酬や事務費の事務所の経費などが計

上されておりまして、２２年度この東京事務所では嘱託員が１人で７４４万円ほどの実績を

あげていただいているところでございます。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費、前年度比、１９９万円増の１,１４７万円ほどの決算でござ

いました。丸の戸籍住民基本台帳費でございますが、前年度比、３万円減の６９万円ほどの

決算でございます。昨年はここに電動の契印機の購入１３万円等があったということで、そ

れが減額になっているところでございます。 

１２５、１２６ページの方をお願いいたします。丸の戸籍住基システム管理費これは前年

度比、２０８万円増の１,０５４万円ほどでございます。戸籍システム使用料が１４６万円増

額になって３６６万円となっております。これは平成２１年１０月に戸籍総合システムを入

れ替えて合併時の特例債利用による買収からリースの対応に変更したというふうなことで、

平成２２年は１年分の使用となり、２１年度に比べて半年分使用料の増額があったというこ

とによるものでございます。それから丸の法律相談業務委託事業費につきましては６万円の

減で３万円となっておりますが、これは一部年度途中から消費者法律相談窓口の方に切り替

えたというふうなことによるものでございます。 

それから２目の一般旅券発給費、前年度比、９万円増の１２万円ほどの決算となっており

ます。これはパスポートの申請案内書の印刷が増えたというふうなことでございます。 

○総務部長  ４款選挙費からご説明を申し上げます。１目選挙管理委員会費１９６万円ほ

どは不用額２８万円ほどでありますが、委員会に関する費用でございます。 

 ２目参議院議員通常選挙費選挙では次の１２７、１２８をお願いいたします。７月１１日

執行でしたが、３,３４２万円ほどの支出で７件の流用をさせていただいております。 

 次の１２９、１３０ページをお願いします。３目新潟県議会議員一般選挙費では２３年の

４月１０日の執行でしたが、その準備経費６４６万円ほどでございます。２件の流用をさせ

ていただいております。 

 ４目土地改良区総代選挙費２８万円ほどでありますが、３月２９日執行、無投票でしたが

それにかかる支出でございます。 

 ５項統計調査費に移ります。１目統計調査総務費でありますが、１,８９０万円ほどの執行

でございまして１１４万円ほどの不用額であります。１件の流用をさせていただいておりま
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す。丸の各種統計調査費４０万円ほどでありますが、経済センサス・工業統計調査費等にか

かる執行部分でございます。 

 １３１、１３２をお願いいたします。丸の農業センサス費４万円ほどは２月１日を基準日

として５年ごとに行われる部分でございます。丸の国勢調査費１,８４５万円は２２年１０月

１０日を調査日として執行した経費でございます。 

 ６項監査委員費に移ります。丸の監査委員費１３７万円ほどの執行でありますが、監査委

員事務局執行の部分であります。 

 １３３、１３４でございます。７項交通安全対策費では交通安全にかかわる対策会議委員、

交通指導員に対する報酬等の経常支出でありますが、交通指導員は実数が５５名でございま

すけれども、延べ８１５名の立しょうにより７０名分ほど昨年より指導員報酬が増となって

いるところでございます。以上で第２款の説明を終わります。 

○議   長  総務費に対する質疑を行います。 

○笠原喜一郎君  １点だけお聞きをいたします。９６ページの職員費に関してちょっとお

聞きをいたしますが、３６２ページに諸手当の内訳が載っています。寒冷地手当についてお

聞きをいたしますが、去る３月議会のときに市内は災害救助法が適用されて非常に難儀をし

たわけなのですけれども、この災害救助法の適用というのはなかなか一般家庭には支援がな

い。何とかこれができないかと議会としても意見書を出そうではないかということで、塩谷

議員が提出者ということでいろいろしました。 

そうした中で３月１１日に震災が起きた。とてもあの震災を目にした中では雪がちょっと

ぐらい降ったって我慢しなくちゃならないということで、提出はしなかったわけですけれど

も。寒冷地手当はこういうふうに国が認めているということは、雪の降るところへ住んでい

るということは恒常的に平時であってもそれなりの費用がかかっているのだということを、

私は国が認めていることかなというふうに思っています。そうであれば災害救助法のときだ

けでなくて、一般の方にもそのことが恩恵がある程度支援が受けられるような、恒常的な施

策というのが必要かなというふうに思っています。 

それで、具体的には税金の申告の中で基礎的な控除みたいなものをやはり国の制度の中で

きちんと確立をしていくということが、公務員はそれがされているわけですから、一般の方

にもそれが該当されるべきかなというような意見書であったわけですけれども、今後市長会

等でいろいろ話が出られると思いますけれども、市長としてこのことについてどうお考えに

なるかお聞きをいたします。 

○市   長  この寒冷地手当、昔は薪炭手当とかといいまして夏冬支給されていた時代

がありました。２回に分けてといいますかね。それが今こういうかたちでいろいろご批判も

あったのかもわかりませんが、夏部分というのは今はそれも含まれてここに入っている・・・

冬という寒冷地です。今、議員おっしゃったように公務員はそういうことが認められている。

認められているというかそういう恩恵がある。一般の方にはない。それを通常の寒冷地にも

冬にも、災害救助とかというかたちでないときでも一般の方にも何かそういう制度を設けろ
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とこういう意味ですか。 

今まだ市長会等でそういう意見が出たということは今までなかった。これは市の職員も同

じですけれども、一番、豪雪地帯だということで恩恵を被っているのは税制面ではちょっと

あるわけですし、それから高床の部分はその部分は税から控除されているとかいろいろそう

いう部分はあります。その辺をちょっと精査をさせていただいて、なるほど理不尽だという

ところがきちんとつかめれば、それはまた市長会等でも話を出していかなければならないと

思っております。 

ただ単にこう一般の方と公務員を比較して、公務員がこうだから一般の人にもこうしろと

いう理論はなかなかすぐは成り立たないものですから、その不備になる部分をちょっと私ど

も勉強をさせていただいて、必要であればその市長会等にまた提言していこうとこう思って

います。 

○笠原喜一郎君  公務員の身分といろいろ民間と比べたりした中でも、非常に優遇されて

いる部分があるわけですけれども、そうした公務員のやはり政策の先進性というか、とにか

く公務員が先にやることによって民間の底をなるべく引き上げていくという、そういうやは

り意味合いがあるから、そういうことが今までもなされてきているのだろうと私は思います。

先ほど言ったように一般の方がうんぬんということではなくて、国がここに住んでいるその

公務員の皆さんには寒冷地手当を支給していいということで認めているわけですから、一般

の方にもやはりそうしたことを考えていくというのが、私はなんら難しい問題ではないなと

いうふうに思うわけです。ぜひ、また検討をして市長会等で議論していっていただければと

思います。 

○関 常幸君  資料の５ページでありますけれども、（４）の財政健全化の達成状況のとこ

ろで、今の説明の中で相当いろいろ経費的なものが話をされました。内部経費の削減という

ところでは２２年度、４４.６パーセントということで５割を切っているわけです。最終年度

でそういうことはなかったと思いますが、最終年度で１００パーセントになるからある程度

内部的な経費については、というふうな考えはなかったと思いますけれども、５割を切って

いる、切ったということの主たる原因、どういうところで切ったのかそこのところを説明願

いたいと思います。 

○市   長  この内部経費の部分です。そうですね、８１パーセントということであり

ますが、達成率はここは４４です。これは結局、削りに削って乾いた雑巾を絞ったようなも

のだというふうにご理解いただきたいと思います。なかなか目標どおり絞りきれなかったと。

相当、絞り込んだ。ここへきたら１滴か２適しか出なかったということで、それまでは１７

５とか、２２年度ぽんと出たわけですけれども、７８ですか。それから４４.６のこの達成率

ということであります。 

それまでの間も相当目標は高く掲げたわけですが、１００パーセントというのはほとんど

なかったか・・・思うようにはいかなかったという部分です。絞りきれなかったということ

ですので、もう一度見直しながらまだ絞れるところがあるか。あるいは腕力の強い方に頼ん
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で絞りきってもらうか。それは冗談といたしまして、これは一つのある意味で目標設定額が

悪かったのか、絞り方が足りなかったのかというのをまた検証させていただきますけれども、

非常に低い達成率だったということは自覚をしておりますので、また今後留意していきたい

と思っております。 

○佐藤 剛君  ２点だけお聞きいたしたいと思うのですけれども、９６ページの職員費の

ところです。共済費の関係で臨時雇の社会保険料差のところが前年に比べて１,１００万円ぐ

らい増えているのですけれども、臨時の方が増えたのか、率が変わったのかそこら辺はわか

りませんけれどもその辺の理由と、臨時の方が増えたとしていれば昨年に比べてどのくらい

増えたのかというところをちょっと教えていただきたい。 

 もう１点が１２４ページ、東京事務所費ですけれども、これも時々ちょっと聞かせてもら

うのですが、月２０万円の取扱高の２パーセントぐらいということで多分嘱託員の報酬が支

払われていると思うのです。その中で今の説明では７４４万円の実績があったというような

ことでありました。 

この実績なのですけれども、これはあれですか、徴収管理というかわざわざ臨戸訪問をし

て７４４万円をいただいてきたというのではないのだと思うのですけれども、徴収管理だけ

であるのであれば――よく内情がわからないので言うのもちょっと気が引けるところもある

のですけれども、そういうのであればこちらの事務所でなくて、こちらでもできるのかなと

いうような気もするのですけれども、その辺の実態を教えていただきたい。２点だけお願い

します。 

○総務部長  臨時的任用については大体３５０から４００人近く、年間延べで雇用してい

るわけですけれども、ここの伸びにつきましては共済費の率が伸びたということでございま

す。以上でございます。 

○市民生活部長  １２４ページ、東京事務所費の関係でございますが、議員言われるよう

に２０万円の固定費にプラス収納額の２パーセントということでこの額になっております。

この嘱託員につきましては実際臨戸して徴収をしていただいた額がこれだけだということで

すので、私どもも評価しているということでございます。 

○寺口友彦君  ２点ほどお願いします。１００ページの広報公聴費に関連してなのですが、

いただいた資料の中でも市民の声ということで市政へのご意見ということで６６件ほど市民

の方からいただいたと。その説明の中で各業務改善に努めるよう協力を得ましたということ

ですけれども、市のやり方を直したという部分であるのか、そこをちょっとお聞きをしたい。 

 それからパブリックコメント６件については５５件ほどいただいたわけなのですけれども、

これもかつての一般質問でも行いましたが、本来ならばパブリックコメントというのは市の

やり方について説明を行う場ではなくて、市がこれから行おうとする事業に対しての意見を

いただき、それを改善していくと。改良を加えていくという部分であるものが、当初の説明

をするという道具にしか使われていないような気がしたのです。この５５件の意見をいただ

いた中で説明をしたというのではなくて、意見を採用して直したという部分が余りなかった
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と思うのですけれども、そこについての評価をしているかどうかをお聞きをします。 

 それでもう１点は１１４ページの地域審議会の部分ですが、合併して５年も過ぎましたと

いうことで大和、塩沢各地域審議会の方で、総合計画と新市建設計画が半分を過ぎたという

ことでこのことに関連をして地域審議会の役割について意見を伺ったということです。残り

５年間ということでそれぞれで厳しい意見もかなり出たのではないかなと思っていますが。

その中で総合計画自体は市長は直さないというふうに言っております。そこにどの程度地域

審議会の意見が反映されたのかなという思いがありますので、中身についてちょっとお知ら

せ願いたい。 

○総務部長  市民の声の部分でございますが、これは市政ポストもございますし、それか

ら市長宛に封筒で来る場合もあります。それを直ちに私どもは、住所氏名が書いてあればで

すが回答を申し上げたり、それについてまたウェブの方へ載せたりということで、各業務の

改善に努めるよう協力を得ましたというのは、内部の部分でそういうふうにスムーズにお答

えができるようにしていっているという意味だというふうにご理解いただきたいと思います。 

 それから２点目の地域審議会でございますが、つい最近も塩沢地域と大和地域で共同で研

修会をさせていただきました。ご存じのように条例としてあって１０年間ということで設置

が決まっております。総合計画につきましては３年ごとのローリングをしてということでご

ざいますので、ローリングをしたものを地域審議会に各地域の部分とそれから全般的な部分

をお出しして、そこでご意見を賜ると。その後、総合計画審議会の方に諮問を申し上げると

いう段取りでございます。 

新市建設計画は総合計画になったわけでありますので、その地域における新市建設計画を

そこで議論をするというかたちにはなってきておりません。かえって今はその地域のことに

ついてその地域の工場の方もいらっしゃいますし、皆さんで議論をしようではないかという

ような雰囲気が強くて、わりといい感じだなというような感じを受けています。私どもはそ

この総合計画についてはご意見を賜るという立場でお出しをして、次のステップアップの総

合計画審議会の方に出すという段取りにしております。以上でございます。 

○寺口友彦君  パブリックコメントについての意見を取り入れている部分が多分なくて、

市の考え方を説明したというような回答だけであったと思うのですけれども、そこら辺の実

情はどうであったかもう１回お聞きしたい。 

地域審議会の中での市の財政といいますかに対する非常に心配する声もあったというふう

には聞いています。そこら辺を含めて総合計画自体を本当に実施していけるのかという意見

が出たと思うのですけれども、その総合計画について審議をしてもらう立場ではなくて諮問

ですので、意見を伺うという部分でありましたから、そういうような意見がかなり出たので

はないかなと思うのですけれども、そこら辺の実情があったらお教え願いたい。 

○市   長  地域審議会の方について私が毎回、出席しておりますからお答え申し上げ

ます。地域審議会で大和、塩沢と両方分けてやっているわけですけれども、総合計画につい

て財政が心配でどうだとか、そういう話は一切出ません。私どもが説明をしてこれはどうす



 - 72 -

るのだとか、これはどういうことなのだとか、そういうのは出ます。財政的にもこういう裏

づけがありますとそれを全部説明しています。 

その中で例えば塩沢の方では環境問題でごみの収集方法とかそういうことについて、こう

してはどうだ、ああしてはどうだ、現在はこうだというちょっと現在の不備な点とかそうい

うのは出ましたけれども、財政上は非常にある意味、疑問があるから考え直せとかこれはど

うだとか全く出ていないのです。ご心配の大原運動公園も全然出ていないのです、それは。

全然出ていない。 

ですから、どういうお話を伺っているのか私はわかりませんが、委員の方からは公式的に

は全然それが出ていないのです。それが皆さんのところへの情報と違うのかもわかりません。

私はまあ出席していて、ずっと毎回出席していますからそれは間違いない事実でありますの

で、ご報告を申し上げておきます。 

○総務部長  すみません。答弁がずれまして申しわけありませんでした。パブリックコメ

ントにつきましては、当該年度は観光交流拠点整備基本構想いわゆる今泉の部分。それから

大原運動公園計画基本構想、おわかりだと思います。それから健康まちづくり食育推進計画、

図書館整備基本構想、地球温暖化対策実行計画、教育基本計画の以上６本につきましてパブ

リックコメントを求めて意見をいただいた方は延べ４５人いただいています。したがってこ

の方々についてはウェブでも出ていますが、お答えをきちんとしているし、取り入れられる

ところは取り入れるという状態でございます。以上でございます。 

○議   長  あと、総務費に対する質問者は何人おられますか。３名ですか。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議はこれにて延会したいと思いますがご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会することに決定しました。本日はこれに

て延会いたします。 

○議   長  次の本会議は明日、９月１６日午前９時３０分から当議事堂で開きます。

大変ご苦労さまでした。 

（午後４時１９分） 

 


